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ごあいさつ 

未曾有の大災害となった東日本大震災から５年目の春を迎えました。当時を

思い起こしたとき、今でも鮮明に覚えているのは、混乱の中での秩序と礼節、

悲劇に直面しても冷静さと助け合いの気持ちを失わない人々の姿でした。ここ

に日本人の精神性が表れています。 

教育は未来への準備です。次代を担う子どもたちが豊かな精神性をもって生

きていくための教育のあり方が問われているような気がしてなりません。 

豊橋市は約 38 万の人口を抱える中核市です。都市として発展する一方で、温

暖な気候と豊かな自然に囲まれ、昔ながらの人と人との関わりを大切にしよう

という気風が残るまちでもあります。 

こうした土壌のうえに、本市では「学校を核とした地域ぐるみの教育システ

ム」を基盤とし、輝きとたくましさを備えた子どもが育つまちづくりをすすめ

てきました。各小中学校においては、学校・家庭・地域がともに力を合わせ、

特色ある学校づくりや開かれた学校づくりに取り組み、子ども一人ひとりが大

切にされる教育を推進しています。今後もこのシステムを基盤に、やがては、

全ての市民がそれぞれの地域や年代、一人ひとりのニーズに応じた学びを自由

に選択していける教育環境を構築していきたいと考えています。 

さらに、急速に変化する時代に応じた資質・能力を意図的・計画的に育成し

ていくことも急務です。このような「時代に対応した教育」に関しても、本市

でこれまで取り組んできた内容に加えてより一層の充実を図っていきます。 

さて、この度、平成 23 年度から 10 年間の計画期間となっている「豊橋市教

育振興基本計画」に中間見直しをかけ、今後５年間の羅針盤となる「改訂版」

を策定いたしました。この基本計画をもとに、豊橋市の教育改革をさらに進め

てまいる所存です。 

最後になりましたが、豊橋市教育振興基本計画改訂版の策定にあたり、ご尽

力いただいた策定会議委員の皆様をはじめ関係各位に厚くお礼を申し上げると

ともに、市民の皆様の一層のご支援とご協力をお願い致します。

平成 28 年 3 月  

豊橋市教育委員会教育長 

         加藤 正俊 
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 第 1 章 計画の改訂にあたって 

１ 計画改訂の趣旨 

改正教育基本法では、地方公共団体はその地域の実情に応じて、教育の振興

のための施策に関する基本的な計画である教育振興基本計画を定めることを努

力義務として規定しています。 

本市では、この規定を受けて、本市の教育行政の指針となる教育の方向性を

明らかにし、その実現に向けた政策を総合的かつ計画的に推進するため、平成

２３年３月に「豊橋市教育振興基本計画」（以下、「本計画」という）を策定し

ました。 

しかしながら、現在は、本計画を策定した平成２３年当時と比べ、長引く少

子化・高齢化の進行により、人口減少社会が現実のものとなるなど、本市を取

り巻く社会情勢は大きく変わってきました。 

教育行政に関しても、様々な制度改革が進められてきました。学校教育にお

いては「学習指導要領」*の改訂が行われ、教育内容の充実、授業時間数の増加、

生きる力を育むための学校・家庭・地域の連携の重要性等が示されています。

また、教育委員会制度改革により、首長と教育長・教育委員との協働連携体制

が一層求められています。さらに、子ども・子育て関連３法の成立により、保

護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、地

域の子ども・子育て支援を総合的に推進することが求められています。 

本計画は、策定から５年が経過するため、上記の状況を踏まえ、前期５年間

の施策についての成果と課題を整理し、今後５年間の取組みにふさわしいもの

となるよう、中間見直しを行い、「豊橋市教育振興基本計画【改訂版】」として

策定するものです。
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、改正教育基本法第１７条第２項の規定に基づく「地方公共団体に

おける教育の振興のための基本的な計画」として、また、「第５次豊橋市総合

計画」を上位計画とし、その教育分野をより具体化したものとして位置づけま

す。 

また、教育の個別部門における計画である「豊橋市生涯学習推進計画」、「豊

橋市図書館基本構想」、「豊橋市子ども読書活動推進計画」、「豊橋市生涯スポー

ツ推進計画」、及び「とよはし子ども・若者育成プラン」との連携を図りながら、

総合的かつ一体的に教育振興を推進していくものです。

３ 計画の期間 

本計画の期間は、平成２３年度から平成３２年度までの１０年間とし、当該

期間の後期開始時にあたる平成２８年度から平成３２年度までの５年間が改

訂版としての期間です。 

第５次豊橋市総合計画 

国の教育振興基本計画

豊橋市生涯学習推進計画 

豊橋市図書館基本構想 

豊橋市子ども読書活動推進計画

豊橋市生涯スポーツ推進計画

とよはし子ども・若者育成プラン

豊橋市教育振興基本計画 
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４ 計画の構成 

  本計画は、「教育行政の一般方針」の理念と目標をもとに１０年間（平成 

２３年度～３２年度）の教育の方向性と、それに基づく７つの基本政策を示す

とともに、今後５年間の「取組みの基本方針」、及び、重点的に取り組む「アク

ションプラン」を示すものです。 

教育の方向性

めざす人物像 

心豊かで、夢と志を持ち、ともに生きる人

めざす教育 

人をつなぎ、未来へつなぐ、豊橋の教育

教育行政の一般方針

理念と目標

本市教育行政を推進する上で、常に中心となる 

「理念」と５つの「目標」 

基本政策 めざす教育を具現化するための分野別の政策 

取組みの 

基本方針 

 基本政策の目標達成に向けた今後５年間の取組

みの方針 

アクション 

プラン 
 重点的に取り組んでいく今後５年間の事業 

教育振興基本計画 
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 第２章 計画の基本的な考え方 

１ 教育行政の一般方針の理念と目標 

本市では、教育行政を推進する上で常に中心となる「理念」と５つの「目標」

を、「教育行政の一般方針」として定めています。昭和６０年に制定した「教育

行政の一般方針」は、時代を越えて変わらない「理念」を掲げ、時代とともに

「目標」の見直しを行いながら、現在まで引き継がれています。

＜教育行政の一般方針＞ 

■理念 

教育は、人格の形成を目指すものであり、個人の特性に応じて、その成長発

達を助け心身ともに健康で個性豊かな調和のある人間を育成し、社会の発展に

寄与するものである。  

この教育理念のもと次の目標を掲げ、教育行政を推進します。 

■目標 

  １ 知・徳・体の調和のとれた人間形成を図るため、教育条件の整備・充実

と学校教育の適正な管理運営に努める。 

  ２ 次代を担う健全な子ども・若者を育成するため、家庭・地域・学校及び

関係機関が密接に連携し、健全育成活動と包括的な支援を積極的に推進す

る。 

  ３ 社会教育の重要性を認識し、明るく、豊かな地域づくり、人づくりを推

進するため、あらゆる機会・場所を利用して家庭の教育力の向上に努める

とともに、学校・地域と連携しながら生涯学習の振興に努める。 

  ４ 市民が心身ともに健康で活力ある生活を営んでいくため、スポーツ事業

を積極的に推進する。 

  ５ やすらぎとゆとりある豊かな生活の向上を図るため、文化活動の積極的

な推進、自然科学教育の振興及び文化財保護強化に努める。 
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２ 教育の方向性 

本計画では、「教育行政の一般方針」の理念と目標をもとに、１０年間の教

育の方向性として、「めざす人物像」と「めざす教育」を次のとおり定めてい

ます。 

（１）めざす人物像 

心豊かで、夢と志を持ち、ともに生きる人

今、時代に翻弄されることのない確かな人づくりが求められています。社

会の変化に柔軟に対応しつつも、しっかりとした自らの夢と志を持ち、目標

の実現に向かって着実に努力していく人の育成です。このようなたくましさ

を持った人を育てるためには、生きるための強い心や他を思いやる優しい心

など豊かな人間性もバランスよく育んでいく必要があります。また、一人で

できることは限られています。まわりの人や社会に自ら働きかけるという経

験を積み重ねていき、人と人とのつながりの中でともに生きながら、人とし

ての生き方を学んでいく力も大事になります。

そこで本市では、「心豊かで、夢と志を持ち、ともに生きる人」をめざす

人物像として掲げ、次の４点をめざす姿としています。

・自然界にあるすべてのかけがえのない「いのち」を大切にする 

・思いやりの心と健康な体を持って、自らの夢の実現に向かって努力する 

・豊橋を愛し、互いに支え合い協力しながら地域文化の継承と発展に尽くす 

・互いに信頼し尊重しあう心を持ち、世界に視野を広げて未来に貢献する 

ほんろう
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（２）めざす教育 

人をつなぎ、未来へつなぐ、豊橋の教育

めざす人物像の具現化に向け、本市では、めざす教育として「人をつなぎ、

未来へつなぐ、豊橋の教育」を掲げ、人と人とのつながりを大切にする仕組

みを基盤とした教育に取り組んでいきます。

■人をつなぐ

人々の生活様式の変化がもたらした家庭や地域社会の人間関係の希薄化

は、教育にとっても大きな課題となっています。人はまわりの人や社会に自

ら働きかけ、逆にそこから多くの影響を受けるという経験を積みながら自分

なりの生き方を学んでいきます。多様な考えや経験を持つ人間同士のかかわ

りがあってこそ、人としての豊かな人間性や社会性は培われていくのです。

本市は、様々な文化や多様な価値観を持つ人々が共生するまちです。その

多様さを本市の良さとして活かすためにも、家庭や地域社会の人と人との関

係を今一度問い直し、それぞれの強い信頼関係を築き上げながら教育活動を

展開していくことが重要だと考えています。身近な地域社会の人と人とをつ

なぐ力を見直し、互いに認め合い、かかわり合い、支え合いながら学んでい

ける体制づくりの中で、子ども一人ひとりが個性と可能性を伸ばし、若者や

大人になっても心身ともに健康で自立した個人として成長し続けることを

期待するものです。
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■未来へつなぐ

本市の学校現場ではすでに、子ども一人ひとりの輝きを引き出す教育創造

のために人をつなぐ取組みを始めています。「学校を核とした地域ぐるみの

教育」として、学校が家庭や地域とともに学びの場を創り上げようとするそ

の取組みは、今着実に成果をあげつつあります。

様々な人がともに暮らす地域では、このような人のつながりを大切にする

仕組みが、地域の更なる活性化を生み出します。そして、この仕組みを基盤

とする教育システムが機能する中で育った子どもは、やがて地域の新たな担

い手となって活躍し、身につけた知識や能力を地域に還元するようになるで

しょう。 

そんな社会の一員として十分力を発揮できるようになった若者たちの中

には、学んだ成果をより広く活かそうと、他都市や世界に目を向けて羽ばた

いていく者も出てくるに違いありません。

「人をつなぎ、未来へつなぐ、豊橋の教育」は、弓張山地、豊川、三河湾、

表浜海岸などの豊かな自然、鬼祭りや手筒花火など地域で脈々と受け継がれ

ている伝統、芸術・文化を未来へ引き継ぎながら、豊橋を更なる明るい未来

へとつないでくれることでしょう。
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３ 計画の基本政策

「めざす人物像」の具現化に向けた「めざす教育」を受け、１０年間を通じ

て取り組む７つの「基本政策」を定めています。 

１ 学校教育の推進

２ 生涯学習の推進

３ 生涯スポーツ

の推進

４ 子ども・若者の

健全育成

５ 芸術文化の振興

７ 文化財の保護と
歴史の継承

６ 科学教育の振興

心豊かで、夢と志を持ち、ともに生きる人

人
を
つ
な
ぎ
、
未
来
へ
つ
な
ぐ
、
豊
橋
の
教
育
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４ 政策の体系とアクションプラン

（１）政策の体系

本計画では、基本政策として７つの柱を掲げ、その目標達成に向けた方針を

「取組みの基本方針」として定めます。 

１ 学 校 教 育 の 推 進

５ 芸 術 文 化 の 振 興

６ 科 学 教 育 の 振 興

７ 文化財の保護と歴史の継承

(1)「この子の輝く学び」の創造 

(2) 子どもの心と体の健康増進 

(3) 特色ある学校づくりの推進 

(4) 教職員の力量向上 

(5) 教育環境の整備・充実 

(6) 市立の強みを活かした教育の推進 

(1) 青少年健全育成活動の支援・推進 

(2) 困難を抱える子ども・若者への支

援の充実 

(3) 子ども・若者の居場所づくりの推進

(1) 科学教育環境の充実 

(2) 自然科学を学ぶ機会の充実 

(1) 歴史資源の保存と活用 

(2) 文化財保護活動の担い手の育成 

(1) 個性あふれる芸術文化の展開 

(2) 芸術文化活動の推進 

(3) 美術博物館の充実 

基本政策           取組みの基本方針 

４ 子ども・若者の健全育成

２ 生 涯 学 習 の 推 進  

３  生 涯 ス ポ ー ツ の 推 進   
(1) スポーツ活動への参加促進 

(2) 競技者を支える環境づくり 

(3) スポーツ環境の整備充実 

(4) スポーツ大会誘致の推進 

(1) 生涯学習機会の充実 

(2) 地域における生涯学習活動への支援 

(3) 図書館の充実 
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（２）アクションプラン

７つの基本政策ごとに「取組みの基本方針」を踏まえた今後５年間で重点的

に取り組む事業として「アクションプラン」を定めます。 

○ 生きる力の基盤となる学力と体力の向上  

○ いのちを尊び、自他を慈しむ豊かな心の育成   

○  時代に対応した教育の充実  

○ 個に応じた教育の推進    

○ 教職員研修の充実 

○ 地域に根ざした学校経営の推進 

○ 総合型地域スポーツクラブの拡充 

○ 競技力向上の推進 

○ スポーツ施設の計画的な改修・整備 

○ ハイレベルな試合の誘致・開催

○ プラットを核とした芸術文化の展開 

○ 郷土芸術文化の普及・育成 

○ 子どもが優れた芸術文化に接する機会の提供

○ 子ども・若者の健やかな成長と自立に向けた支援の充実 

○ 自立に困難を抱える子ども・若者の包括的な支援体制の充実 

○ 放課後児童の居場所づくりの推進

○ 地域と一体となった二川宿のＰＲ行事の開催 

○ 文化財保護に伴う普及活動の充実

○ 体験型科学教育の推進 

○ 二川地域の社会教育施設との連携による科学教育事業の推進

○ 地域の教育活動の推進         ○ 新たな図書館利用者の開拓

○ 家庭の教育力の向上      

○ 快適で利用しやすい図書館環境整備

アクションプラン 

○ 食育・食農教育の推進

○ 幼保小・小中高連携教育の推進 

○ 安全・安心なゆとりある教育環境の充実

○ 豊橋高等学校・家政高等専修学校に

おける特色ある教育活動の推進 

○  くすのき特別支援学校を核とした 

特別支援教育の推進
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第３章 基本政策と取組みの基本方針 

「基本政策」に基づき、その目標達成に向けた今後５年間の「取組みの基本方

針」を次のとおり定めます。

推進にあたっては、学校、家庭、地域の横の連携や世代間の縦の接続の強化、

豊かな人間性を育てる「ほんもの体験活動」の重視という３つの視点を持ちつつ、

関係部局と連携する中で取り組んでいきます。
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基本政策 １  学校教育の推進 

学校教育は、子どもが生涯にわたり人間としての成長と発達を続けていく基盤

となる「生きる力」を養うものです。 

そのため、本市では、「子どもと教師｣、｢学校の歴史と伝統｣、｢地域の風土と

人々｣によって育まれてきた、かつての学校独特の文化の再生に、時代に適応し

た今日的な理想像を加えた「新たな学校文化の創造」を掲げ、特色ある学校づく

りを推進するとともに、地域、家庭と一体になった地域ぐるみの教育システムを

構築しようと進めています。 

こうした取組みの中で、「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな心と体」を柱

に掲げ、「生きる力を身につけた子ども」を育みます。 

「学校教育の推進」について、次のような目標とする姿を掲げます。 

■ これからの「学校教育の推進」のイメージ 

【目標とする姿】
学校が核となる地域ぐるみの教育体制（教育システム）が

構築され、生きる力を身につけた子どもが育っている 



豊橋市教育振興基本計画【改訂版】 

14 

◆ 指標

 ※表中の【目標値】は、平成 32年度のものとして表記しています。（以下同様） 

◆ 現況と課題 

・平成 27 年度、地域の教育の課題やあるべき姿の共有、民意を反映した教育行

政の推進のために、総合教育会議*を設置しました。 

・アジア系外国人の増加により、子どもの多国籍化・多言語化に対応する体制づ

くりが必要となっています。 

・家庭や地域の教育力の低下が子どもに影響を及ぼし、子ども同士の人間関係に

も新たな課題を生み出しています。 

・いじめや暴力行為等の問題行動を未然に防ぐ取組みを促進する必要があります。 

・不登校児童生徒の低年齢化、不登校状態の長期化に対して、早期対応とともに

専門機関と連携した取組みを充実させる必要があります。

・選挙権年齢を満 18 歳以上に引き下げる公職選挙法改正法が成立し、新たに有

権者となる若い人たちの政治や選挙への関心を高め、政治的教養を育む教育の

必要性がさらに高まっています。 

・学校環境の適切な衛生管理や健康診断の実施により、子どもの健康保持に努め

ています。 

・増加する発達障害児童生徒に対応する支援員の増員が必要となっています。 

学校評価*における「確かな学力の保障」の項目

がＡランクに評価された小中学校の割合

【参考値】43.1％

【目標値】   50％

（平成 26年度）

学校評価における「豊かな心の育成」の項目がＡ

ランクに評価された小中学校の割合 

【参考値】53.6％

【目標値】 60％

（平成 26年度）

学校評価における「健やかな体の育成」の項目が

Ａランクに評価された小中学校の割合 

【参考値】58.3％

【目標値】 65％

（平成 26年度）

学校評価における「家庭や地域との連携」の項目

がＡランクに評価された小中学校の割合

【参考値】57.1％

【目標値】  65％

（平成 26年度）

豊橋高等学校・家政高等専修学校の卒業率 

（卒業者数／入学者数）

【実績値】72.1％

【目標値】  80％

（平成 26年度）
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・地産地消を取り入れた安全・安心な学校給食の提供に力を入れています。 

・地域での付き合いが少なくなり、郷土に対する愛着が希薄化しています。子ど

もが郷土への関心を深め、郷土を愛し、郷土に誇りを持つことができるよう、

郷土学習の推進が必要となっています。 

・地域教育ボランティア制度*を活用し、地域で子どもを育てる風土づくりの推

進が必要となっています。 

・経済的な理由による就学困難家庭が増加しており、支援を強化する必要があり

ます。 

・教職員の多忙化解消のための環境づくりを進めることにより、子どもと向き合

う時間を十分に確保する必要があります。 

・平成 27 年４月にくすのき特別支援学校を開校し、東三河地域の知的障害のあ

る子どもの教育機会の充実を図りました。 

・社会環境の変化などを背景として、多様な動機や学習歴を有する子どもに対し、

特色ある教育を行っている豊橋高等学校や家政高等専修学校のニーズが近年

ますます高まっています。 

・少子化や人口減少時代における学校のあり方についての検討が必要となってい

ます。

◆取組みの基本方針 

（１）「この子の輝く学び」の創造

子どもの一人ひとりを「この子」と呼べるほどに身近に引き寄せ、「この子」

の伸びようとする芽をとらえ、可能性を引き出す教育を目指します。そのために

は、｢個に応じたきめ細かな教育」をより一層充実させるとともに、｢時代の要請

に応じた教育」への取組みにも力を入れていきます。 

「個に応じたきめ細かな教育｣においては、子どもの確かな学力やたくましく

生きるための体力を育むため、一人ひとりの個性や能力に応じたきめ細かな教育

を推進します。また、いのちを大切にし、思いやりあふれる子どもを育むための

道徳教育や人権教育を推進するとともに、不登校や発達障害、外国人児童生徒等、

特別な配慮が必要な子どもに対する支援など、個の特性に応じた教育を推進しま

す。 

さらに、未来を生き抜く力のある子どもを育成するため、グローバル教育*、

英語教育、キャリア教育*、環境教育及びＩＣＴを活用した教育など、「時代の

要請に応じた教育」を充実します。加えて、子どもの発達段階に応じ、学びのつ
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ながりを重視した系統的な教育を推進するため、小中一貫教育*をはじめ、幼稚

園・保育園・認定こども園、小学校、中学校及び高等学校をつなぐ、校種を越え

た連携教育に取り組みます。 

（２）子どもの心と体の健康増進

子どもが学校生活に必要な健康の保持・増進を図ることができるよう、健康診

断の実施による疾病の早期発見・早期治療を推進します。また、基本的な生活習

慣の育成とともに、子どもの体力向上を目指した学校体育の充実と心の健康づく

りに対する取組みの充実を図ります。さらに、アレルギー疾患を有する子どもが

安心して学校生活を過ごすための環境づくりを推進していきます。

加えて、給食時間での食育指導を継続的に実施していくとともに、地産地消や

体験を通して食と農について学ぶ食農教育*を推進します。

（３）特色ある学校づくりの推進

地域で子どもを育てる風土づくりを推進し、子どもの豊かな人間性を育み、郷

土への誇りと愛着を醸成するため、学校が保護者、地域住民と手を携え、それぞ

れの地域の歴史、文化などを踏まえた特色ある教育活動を展開します。

そのために、地域教育ボランティア制度や地域の教育資源を活用した郷土学習、

ＥＳＤ*・ユネスコスクール*を推進するとともに、自主・自律を目指した学校経

営と学校独自の教育課程の充実を図ります。

（４）教職員の力量向上

子ども一人ひとりの成長に寄り添い、個の可能性を引き出すため、教職員の力

量向上に向けて、熱意と愛情を持って子どもに接することのできる専門性の高い

人材の育成を図ります。

そのために、教職経験や職務に応じた研修、授業力向上や今日的な教育課題に

応じた研修、教員同士が学び合う校内研修など、教職員一人ひとりの力量向上に

向けての研修の充実を図るとともに、教職員個々の能力を発揮できる人事交流を

推進します。
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（５）教育環境の整備・充実

すべての子どもが経済的不安を抱かずに学ぶことができるよう、就学援助や私

学助成などの支援の充実を図るとともに、豊かな学びを確保するため、安全で快

適な学習環境の充実や、施設・設備の整備を計画的に行います。

また、教職員の多忙な状況を解消し、教職員が子どもと向き合う時間を十分に

確保する環境づくりを進めます。

さらに、良好な学習環境の確保や地域コミュニティ*の拠点として学校が果た

す役割を踏まえ、人口減少時代における学校のあり方についての検討を進めます。

（６）市立の強みを活かした教育の推進

地域社会に求められる人材を育成するとともに、様々な事由による学び直しの

場としての教育機会を確保するため、豊橋高等学校、家政高等専修学校において、

市立の強みや学校の特長を活かし、小中学校からのつながりのある教育や、一人

ひとりに対するきめ細かなキャリア教育を推進します。

また、平成 27 年度に開校したくすのき特別支援学校においても、学校の特長を

活かした魅力ある教育の実現と、社会自立に向けた出口支援としての体制づくり

に努めます。さらに、特別支援教育の充実を図るため、市内小中学校へのセンタ

ー的機能を活かす取組みを充実させます。

■５３０（ゴミゼロ）活動を行うくすのき特別支援学校の生徒 
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基本政策２  生涯学習の推進 

一人ひとりの生涯にわたる主体的な学習の機会を充実させ、その学習成果を活

用することで、家庭及び地域の教育力の向上を目指すとともに学校、家庭、地域

が連携した社会全体の教育力の向上を図っていきます。 

また、地域の指導的立場となる人材の育成を行いながら、地域の大人が持って

いる知識、経験などを地域の子どもへ伝える活動を支援することにより、新たな

学習の需要を生み出す生涯学習環境の構築を図ります。 

さらに、図書館においては、利用者の視点に立ったサービスを充実するために、

最新の情報の発信や様々な資料の収集に努め、人が集い活力や生きがいを育み、

地域の文化を高める場となるような整備に取り組んでいきます。 

生涯学習の推進について、次のような目標とする姿を掲げます。 

■ これからの「生涯学習の推進」のイメージ 

【目標とする姿】
市民自ら学ぶ環境が整えられ、学びの輪が広がるような生涯

学習活動が活発に行われている 

 生涯学習機会の充実 
 地域における 

生涯学習活動への支援

新たな学習の需要

学習成果の活用

  図書館の充実

学びの輪が広がるような生涯学習活動に取り組む市民 
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◆ 指標

◆ 現況と課題

・大学や東三河の市町村と連携し、市民ニーズに対応した生涯学習講座を提供し

ています。

・生涯学習社会の進展に伴い、あらゆる世代を対象とする市民生活に即した多様

な学習機会の充実が必要となっています。

・南部地域の生涯学習の拠点となる複合施設（南稜地区市民館、大清水図書館、

大清水窓口センター）として、平成 27 年４月に大清水まなび交流館を開館しま

した。

・平成 25 年度の施設リニューアルオープンにあわせ、アイプラザ豊橋に生涯学

習機能を整備しました。

・地域の教育力を持続的に向上させるため、市民が自ら学んだ成果を地域の様々

な教育活動に還元する仕組みづくりが求められています。

・家庭の教育力の向上のため、子育て支援の関係機関と連携しながら、家庭教育

の充実を図る必要があります。

・スマートフォン・タブレット端末等の情報メディアが急速に普及し、若年層を

中心とした「読書離れ」が進んでいます。

・全国的に図書館利用者が減少しており、市民ニーズに対応した柔軟なサービス

の提供と気軽に利用できる環境の整備が必要となっています。

◇◆ 部門の計画 ◆◇ 

豊橋市生涯学習推進計画 

豊橋市図書館基本構想 

豊橋市子ども読書活動推進計画 

地域の教育活動事業への参加者数 
【実績値】   24,464 人

【目標値】   28,000 人

（平成 26年度）

図書館の年間入館者数 
【実績値】   638,866 人

【目標値】 1,100,000 人

（平成26年度）
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◆取組みの基本方針

（１）生涯学習機会の充実

生涯学習機会の充実を図るため、あらゆる世代の生活課題に対応した各種生涯

学習講座など、実生活に即した多様な学習機会を地域の生涯学習拠点施設である

市民館などで提供します。

その上で、市民一人ひとりが生涯を通じて自ら学ぶ意欲を高めるために、市民

活動団体や企業などと連携した生涯学習活動を展開します。

（２）地域における生涯学習活動への支援

市民が自ら学んだ成果を発揮できる生涯学習活動を促進するため、地域の様々

な教育活動を支援するとともに、指導的立場の人材の育成を行います。

また、地域ぐるみで子どもを育てる環境を整えるとともに、家庭の教育力の向

上を図るため、大清水まなび交流館をはじめとした地域の生涯学習施設を拠点と

して、地域の大人が持っている知識、経験を地域の子どもへ伝える活動や家庭教

育に関する学習支援に取り組みます。

■地域住民が開催する生涯学習推進セミナー 
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（３）図書館の充実

市民の読書活動を促進するとともに地域の情報拠点となるよう、様々な資料や

情報の収集・提供をはじめとしたサービスの充実に努めます。

また、世代を越えて気軽に利用できるみんなの図書館となるため、電子書籍を

はじめＩＣＴの導入や、幅広い分野での魅力的なイベントの開催等、様々な市民

ニーズに応えながら、誰もが過ごしやすい快適な環境づくりを進め、新たな図書

館利用者の開拓を目指します。

■大清水図書館閲覧コーナー 
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基本政策 3  生涯スポーツの推進

市民が日常生活の中で生涯にわたってスポーツを楽しむことは、健康の保持増

進や体力の向上を促し、生きがいのある豊かな暮らしに役立つものであると同時

に、青少年の健全育成や地域コミュニティの活性化にもつながるなど、活力のあ

るまちづくりに寄与するものです。このように、スポーツは市民生活にとって極

めて重要な要素となっています。 

そこで、「いい汗 いい顔 いい仲間」が合言葉となっている生涯スポーツ推

進計画の基本目標である「健康的で活力あるスポーツのまち」の実現を目指し、

競技者を支える環境づくりや、ハイレベルなスポーツ大会を誘致し市民のスポー

ツへの関心や意欲の向上、スポーツ活動への参加を促進するとともに、計画的な

スポーツ環境の整備充実を図るなど、生涯スポーツの推進に取り組んでいきます。 

生涯スポーツの推進について、次のような目標とする姿を掲げます。 

■ これからの「生涯スポーツの推進」のイメージ 

【目標とする姿】
スポーツへの参加機会や施設環境が充実され、多くの市民が

スポーツを楽しんでいる 

スポーツを楽しむ市民 
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◆ 指標

◆ 現況と課題

・市民の健康志向が高まる中、穂の国・豊橋ハーフマラソンやスポーツフェスタ

など、市民参加型スポーツ行事への参加者は年々増加しています。

・競技力向上のため、指導者の育成や一流選手による講習会の開催など、競技者

を支える仕組みを充実させる必要があります。

・スポーツ環境を充実させるとともに利用者の利便性を向上させるため、現有施

設の再配置を含めた施設整備が必要となっています。

・東京オリンピック・パラリンピック開催決定等によるスポーツへの関心の高ま

りを契機に、地域経済の活性化、地域間交流の活発化などにもつなげるスポー

ツ施策を検討する必要があります。

◇◆ 部門の計画 ◆◇ 

豊橋市生涯スポーツ推進計画

週１回以上運動を行っている市民の割合
【実績値】     34.2％

【目標値】       50％

（平成 26年度）

スポーツ施設利用者数（学校体育施設を

含む） 

【実績値】2,643,362 人 

【目標値】2,700,000 人 

（平成 26年度）

スポーツ指導者を養成するための研修

会・講習会の参加人数  

【実績値】     918 人 

【目標値】    1,000 人 

（平成 26年度）

■浜松・東三河フェニックス 
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◆取組みの基本方針 

（１）スポーツ活動への参加促進

市民一人ひとりが目的や体力に応じて気軽にスポーツ活動に参加できるよう、

総合型地域スポーツクラブ*やスポーツ少年団等の活動を支援するとともに、子

どもの体力向上、スポーツを通じた市民の健康づくりを推進します。また、ニュ

ースポーツ*の普及・推進、地域コミュニティとの協力・連携によるスポーツ活

動や学校体育施設開放事業の推進のほか、障害者・高齢者のスポーツ振興を図る

とともに、穂の国・豊橋ハーフマラソン、スポーツフェスタなど日々の活動の目

標となる場を提供します。

（２）競技者を支える環境づくり 

競技力向上の推進を図るため、指導者の養成、スポーツ交流の推進、全国大会

等の出場者に対するスポーツ顕彰制度の充実など、競技者を支える環境づくりに

取り組みます。また、陸上競技場での選手育成機能の強化を図ります。 

（３）スポーツ環境の整備充実

いつでも、どこでも、誰でもスポーツに親しめるよう、豊橋公園や総合スポー

ツ公園等のスポーツ活動の拠点づくりや、地域でスポーツを支える環境づくりを

推進します。また、高齢者や障害者にも配慮した安心して利用できるスポーツ施

設の計画的な改修・整備を進めます。

（４）スポーツ大会誘致の推進 

 東京オリンピック・パラリンピックを契機に、市民のスポーツへの参加意欲の

高揚を図るとともに、スポーツによる地域活性化を推進するため、プロバスケッ

トボールチーム「浜松・東三河フェニックス」との連携・協働や、東京オリンピ

ック・パラリンピック関連行事、ハイレベルなスポーツ大会などの競技の開催や

合宿の誘致に努めます。 
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基本政策４  子ども・若者の健全育成 

学校、家庭、地域、青少年団体などと連携し、家庭や地域の教育力を向上させ

る活動や多様な交流を促進するなど、意欲と創造力にあふれる子ども・若者の健

やかな成長を支援する総合的な取組みを推進します。 

特に、若者への自立支援と地域ぐるみの育成支援を軸に、社会生活を営む上で

困難を抱える子ども・若者が社会の形成に主体的に参画できるよう、各機関の専

門分野を結びつける包括的な支援を行います。 

また、子ども・若者の居場所づくりを進める中で、放課後に留守家庭となる児

童を対象とした「放課後児童クラブ*」や、児童全体を対象とした「放課後子ど

も教室*」において、安全・安心な生活の場や活動拠点（居場所）の提供を進め、

総合的な放課後児童対策として充実させていきます。 

子ども・若者の健全育成について、次のような目標とする姿を掲げます。 

■これからの「子ども・若者の健全育成」のイメージ

【目標とする姿】
地域とともに見守り支援する体制が構築され、すべての子ど

もが心身とも健やかに成長している 

子ども・若者の健全育成

子ども・若者の 

居場所づくりの推進

困難を抱える 

子ども・若者への支援の充実

関係機関
地域 家庭

学校 

心身ともに健やかに成長する子ども 

青少年健全育成活動の 

支援・推進
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◆ 指標 

◆ 現況と課題

・少子化や核家族化の進行に伴い、家庭や地域における子育て力の低下が問題視

されており、家庭と地域が協力した非行防止活動の啓発や情報モラル向上の取

組みが必要となっています。

・社会的な自立に困難を抱える子ども・若者に対する全国初の広域連携の取組み

である、三遠子ども・若者支援ネットワーク会議を立ち上げ、社会的な自立に

困難を抱える子ども・若者に対して、市域を越えた支援を行っています。

・社会的に自立が困難な若者の増加を防ぐため、不登校生徒や高等学校中退者へ

の早期支援が必要となっています。

・相談窓口と関係機関等の連携による、若者やその家族への的確な情報提供が求

められています。また、誰にも相談できずに困難を抱えている本人や家族の早

期発見に努める必要もあります。

・家庭環境や保護者の就業形態の変化に伴い保育ニーズも多様化しており、幼児

期や学童期を通じて子育てしやすい環境の整備が求められています。

◇◆ 部門の計画 ◆◇ 

とよはし子ども・若者育成プラン

 非行防止啓発活動参加者数
【実績値】  4,505 人 

【目標値】 4,800 人 

（平成 26年度）

子ども・若者総合相談窓口*対応件数
【実績値】  1,914 件

【目標値】  3,000 件 

（平成 26年度）

放課後児童クラブ設置数 
【実績値】   67 か所 

【目標値】   83 か所

（平成 26年度）
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◆取組みの基本方針 

（１）青少年健全育成活動の支援・推進

青少年の健全な育成を図るため、良好な社会環境づくりについて家庭や事業所

等に啓発するとともに、地域と連携して健全育成や非行防止のための活動を推進

します。

そのために、青少年団体が行う社会貢献活動やスポーツ・文化活動を推進する

とともに、少年愛護センターが中心となり、有害環境対策、少年非行の防止に取

り組みます。

さらに、家族で過ごす時間の大切さや家庭教育の重要性について、社会全体の

理解や意識を高める啓発活動や、「家庭の日」の運動を推進します。

（２）困難を抱える子ども・若者への支援の充実

ニートやひきこもりなど、様々な困難を抱える子ども・若者が社会的に自立で

きるよう、子ども・若者支援地域協議会*による総合的な支援への取組みを進め

ていきます。

また、子ども・若者総合相談窓口を中心に、地域、関係機関、民間支援団体等

と連携・協力を図りながら、一人ひとりの状況やライフステージ*に応じた相談

や自立に向けた子ども・若者本人及びその家族に対する包括的かつ切れ目のない

支援に取り組みます。

さらに、児童虐待防止体制との連携、子どもの貧困への対応など、セーフティ

ネットが機能する取組みを進めていきます。

（３）子ども・若者の居場所づくりの推進

子ども・若者が、安心して交流・体験活動ができる居場所づくりとして、子育

て支援施設や青少年教育施設の活用を進めます。

また、子どもが放課後を安全・安心に過ごせるよう、学校、家庭、地域と連携

しながら、一体型・連携型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室*の設置な

ど、居場所の確保と充実に努めます。
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基本政策５  芸術文化の振興 

芸術文化によって心にゆとりと潤いがもたらされ、心豊かな生活や人生を送る

ことは、人間にとってとても重要なことです。芸術作品、文化財、伝統芸能など

を鑑賞あるいは学ぶ機会を増やすことにより、人々の知的好奇心を高め、心に癒

しや感動を与え、生きる喜びや希望を生むことができます。そのため、芸術文化

の振興とその環境整備に取り組み、市民の芸術文化に対する意識の醸成を図りま

す。 

また、好奇心旺盛で多感な子どもの時期に、ほんもの体験を通して豊かな感性

を育むことは、情操を培い創造力を養うために大切なことです。そのため、美術

博物館等における豊橋ゆかりの優れた芸術家の作品、貴重な歴史資料、文化財や

伝統芸能などに触れる事業を積極的に行い、あわせて子どもが興味と親しみを持

って芸術文化に接することができるような取組みを行います。 

本市では、このような取組みを通して、芸術文化環境の整備と市民の芸術文化

に対する意識の醸成に取り組み、芸術文化の振興を図っていきます。 

芸術文化の振興について、次のような目標とする姿を掲げます。 

■これからの「芸術文化の振興」のイメージ 

【目標とする姿】
芸術文化に親しむ環境が整備され、多くの市民が心豊かな生

活を送っている 

芸術文化に親しむ心豊かな市民生活 

芸術文化環境の整備と市民の芸術文化意識の醸成 

芸術文化活動 

の推進 

美術博物館の 

充実 

個性あふれる 

芸術文化の展開
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◆ 指標

文化施設利用者数  
【実績値】 790,199 人

【目標値】 830,000 人

（平成 26年度）

芸術文化に関する普及・育成事業参加者数 
【実績値】   7,268 人

【目標値】  16,000 人

（平成 26年度）

美術博物館入館者数
【実績値】 184,405 人

【目標値】 230,000 人

（平成 26年度）

◆ 現況と課題

・平成 25 年４月に穂の国とよはし芸術劇場「プラット」を開館し、優れた舞台

芸術の鑑賞機会を提供するとともに、ワークショップの開催などを通じて芸術

文化の裾野の拡大を図っています。 

・平成 25 年度にリニューアルオープンしたアイプラザ豊橋は、文化活動と生涯

学習活動の場として多くの市民に利用されています。 

・新たな豊橋文化の創造に向け、芸術文化の呼び込みや発信などの展開が必要と

なっています。 

・青少年が芸術文化を鑑賞・体験する機会が不足しているため、優れた鑑賞機会

の提供や、個性的な創造活動の展開、芸術文化にかかわる人材の育成を進める

必要があります。 

・平成 24 年度に劇場、音楽堂等の活性化に関する法律が施行され、劇場、音楽

堂等の法的位置づけが明確化されるとともに、芸術文化に関する地方公共団体

が取り組むべき事項が規定されました。

・美術博物館は、郷土ゆかりの美術や歴史資料を中心に、調査・研究、収集・展

示を行うほか、講演会や講座の開講など普及活動にも取り組んでいます。また、

国内外の優れた芸術作品の鑑賞機会を提供するとともに、市民の作品発表の場

としても活用されています。

・価値観の多様化にあわせ、幅広く受け入れられる魅力的な展覧会や講座の開催

が必要となっています。

・美術博物館では、収蔵庫施設の機能充実と入館者の利便性、更なる鑑賞環境の

向上が必要となっています。
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◆ 取組みの基本方針 

（１）個性あふれる芸術文化の展開

豊かな芸術文化を創造するため、市民がより質の高い芸術文化に触れられる機

会を提供するとともに、個性的な芸術家や優れた鑑賞家を育成するための普及活

動に取り組みます。

そのために、穂の国とよはし芸術劇場「プラット」では、優れた舞台芸術や音

楽芸術の鑑賞機会を提供するとともに、芸術文化の裾野の拡大を図ります。

また、子どもの豊かな創造力やコミュニケーション能力を養うとともに、将来

の芸術家や鑑賞家を育成するため、市内の小中学校向けに質の高い舞台芸術作品

の鑑賞機会の提供、ワークショップ事業の開催等、芸術文化の普及活動にも取り

組みます。

（２）芸術文化活動の推進

地域に根差した芸術文化の振興を図るため、市民の主体的な芸術文化活動を支

援するとともに、市民、事業所、教育機関が連携・協働して、芸術文化を担う人

材の育成に努めます。 

その一環として、若手芸術家の発掘・育成を目的に発表の場を提供するなど活

動の支援を行います。 

さらに、演劇やダンスなどのワークショップの進行役やイベントの運営企画ボ

ランティアなど、文化活動を支える人材の育成を行います。 

（３）美術博物館の充実

美術博物館の充実を図るため、展示や普及活動を通し市民の美術や歴史に対す

る理解や関心を高めるとともに、施設機能と利用者の利便性の向上を図ります。

そのために、国内外の優れた展覧会を開催するとともに、郷土の美術・歴史資

料の収集と展示を拡充するほか、普及活動として、子どもから高齢者まで幅広く

参加できる講座やワークショップの充実を図ります。

また、入館者の利便性と鑑賞環境の向上を図るため、美術博物館の収蔵庫と展

示室を増築するとともに、喫茶コーナーや既存施設の改修を計画的に行っていき

ます。
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基本政策６  科学教育の振興 

温暖化、砂漠化、オゾン層の破壊、生物多様性の減少など地球全体に及ぶ環境

問題は、人々の生活に深くかかわっており、その解決には自然の仕組みを幅広く

理解することがますます重要となっています。 

これらを身近な問題として認識するとともに学習する場を整備し、ほんもの体

験を伴った多角的な科学教育が必要とされています。 

幸いにも本市においては、自然史博物館を有する総合動植物公園と、その周辺

には科学研究機関である大学、ものづくりに優れた企業、社会教育施設など豊か

な社会環境があり、弓張山地、豊川、三河湾、表浜海岸などの自然環境にも恵ま

れています。 

そのため、自然史博物館、地下資源館・視聴覚教育センターの機能を最大限に

活かしながら学校や関係機関と連携するとともに、自然科学に関する知識・理解

を深めるための教育普及活動や学術活動を推進します。また、各施設を連携させ

て、自然科学教育の拠点となるような環境整備を行っていきます。 

科学教育の振興について、次のような目標とする姿を掲げます。 

■これからの「科学教育の振興」のイメージ 

【目標とする姿】
科学教育環境が充実され、多くの市民が興味・関心を持ち、

自然科学への理解が深まっている 

科学教育環境の充実

大学・企業小・中学校等 社会教育施設

動植物公園

自然史博物館

附属施設：石巻自然科学資料館

地下資源館

視聴覚教育センター

自然科学への興味・関心の高まり、理解の深まり

自然科学を学ぶ機会の充実
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◆  指標

自然史博物館、地下資源館・視聴覚教育セン

ターの入館者数の合計

【実績値】632,847 人 

【目標値】820,000 人 

（平成 26年度）

教育普及活動(学習教室等)の参加者数
【実績値】 14,196 人 

【目標値】 15,000 人

（平成 26年度）

◆ 現況と課題    

・地球温暖化の進行や生態系の破壊が大きな問題となる中、持続可能な社会*の

実現に向け、自然と共存することへの関心が高まっています。 

・科学教育の推進のためには、科学的な思考や自然科学への興味・関心を醸成し、

学習活動の支援を充実させる必要があります。 

・自然科学に関する生涯学習の拠点として、自然史博物館、地下資源館・視聴覚

教育センターの機能を充実させる必要があります。 

■学習教室「家族で行く化石採集」 
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■サイエンス・ボランティアによるワークショップ

◆ 取組みの基本方針 

（１）科学教育環境の充実 

自然史博物館、地下資源館・視聴覚教育センターの利用を促進するため、魅力

的な展示や教育環境の計画的な整備充実を図ります。

（２）自然科学を学ぶ機会の充実

自然科学に対する理解を深めるため、特色ある企画展やイベントなどを通し、

普及啓発するとともに、ほんもの体験を伴った学習教室、出前授業の実施や実験

ショーの開催、少年少女発明クラブ*への支援など、子どもが自然科学を学ぶ機

会を充実させます。

 また、大学や企業等との連携を強化しつつ、博物館資料の収集・調査研究によ

る学術活動を推進します。 

さらに、生涯学習の拠点として、二川地域の社会教育施設との連携を強化しま

す。 
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基本政策７  文化財の保護と歴史の継承

先人から受け継いだ歴史・文化遺産や自然環境は、地域の財産であり、これら

を将来にわたり保存し、活用していくことは、現代に生きる私たちの使命である

と言えます。 

そのため、文化財の調査研究を進め、保存・活用を図っていくとともに、市民

の文化財保護意識を育み、あらゆる世代の人が郷土の文化財や歴史・自然環境に

親しめる機会を充実させます。 

文化財の保護と歴史の継承について、次のような目標とする姿を掲げます。 

■ これからの「文化財の保護と歴史の継承」のイメージ 

【目標とする姿】
多くの市民に文化財や歴史資源に対する保護意識が醸成さ

れ、活用が図られている 

文 化 財 

・有形文化財  ・史跡 
・民俗文化財  ・天然記念物 
・埋蔵文化財  ・文化的景観

文化財や歴史資源に対する保護意識の醸成と活用

文
化
財
保
護
活
動
の

担
い
手
の
育
成

・企画展示や講演会の開催 

・観察会、現地説明会の開催 

・歴史的建造物の改修・復原や

公開

・文化財の調査と保存 

・歴史・文化遺産の保存 

・自然環境の保全
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◆ 指標

二川宿本陣資料館の入館者数 
【実績値】 35,064 人

【目標値】 43,000 人

（平成 26年度）

文化財関連学習プログラム等の参加者数 
【実績値】  2,681 人

【目標値】   3,000 人

（平成 26年度）

◆ 現況と課題

・埋蔵文化財の発掘調査、史跡・遺跡の保存整備、有形・無形文化財や天然記念

物の保存・調査を継続的に行っていく必要があります。 

・文化財の価値の周知や、市民の文化財保護意識の向上が必要となっています。 

・歴史資源に対する価値認識が高まる中、商家「駒屋」を改修復原し、平成 27

年 11 月に公開しました。 

・二川宿本陣などの歴史的建造物を核とした二川地域の歴史的景観の保全整備を

進めていますが、今後さらに二川宿のまちなみを全国にＰＲするためには、地

域住民との協働による保存・継承活動を行っていく必要があります。 

■東海の尾瀬と呼ばれる「葦毛湿原」 
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◆ 取組みの基本方針 

（１）歴史資源の保存と活用

史跡や民俗資料、天然記念物など、貴重な歴史資源を次世代に継承するととも

に、広く市民に親しんでもらうため、それぞれの特性に応じた保存と活用に取り

組みます。

また、旧東海道二川宿においては、改修復原した商家「駒屋」と、既存の二川

宿本陣や旅籠屋「清明屋」を一体的に活用し、全国へ情報発信します。

（２）文化財保護活動の担い手の育成 

文化財保護を推進するため、体験講座、講演会、見学会・観察会、小中学校へ

の出前授業等、市民ニーズに応じた様々な学習プログラムを展開するとともに、

文化財保護活動に関わるボランティアの育成を通じ、市民の意識の高揚や自主的

な活動を促進します。

■「調べ学習コンクール」に向けた子どもたちの発掘体験 
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   第４章 アクションプラン 

「基本政策」の推進にあたって、より実効性を高めるために、「取組みの基本

方針」、及び、第５次豊橋市総合計画における戦略計画を踏まえながら、今後５

年間で行う重点的な取組みを次のとおり定め、事業展開していきます。 

１ 生きる力の基盤となる学力と体力の向上  
２ いのちを尊び、自他を慈しむ豊かな心の育成   
３  時代に対応した教育の充実  
４ 個に応じた教育の推進    
５ 教職員研修の充実 
６ 地域に根ざした学校経営の推進 

１ 総合型地域スポーツクラブの拡充   ３ スポーツ施設の計画的な改修・整備 

２ 競技力向上の推進          ４ ハイレベルな試合の誘致・開催 

１ プラットを核とした芸術文化の展開  ３ 子どもが優れた芸術文化に接する
２ 郷土芸術文化の普及・育成        機会の提供

１ 子ども・若者の健やかな成長と自立に向けた支援の充実 
２ 自立に困難を抱える子ども・若者の包括的な支援体制の充実 
３ 放課後児童の居場所づくりの推進

１ 地域と一体となった二川宿のＰＲ行事の開催 
２ 文化財保護に伴う普及活動の充実

１ 体験型科学教育の推進 
２ 二川地域の社会教育施設との連携による科学教育事業の推進

１ 地域の教育活動の推進        ３ 快適で利用しやすい図書館環境整備 

２ 家庭の教育力の向上          ４ 新たな図書館利用者の開拓  

１ 学 校 教 育 の 推 進

２ 生 涯 学 習 の 推 進

３ 生 涯 ス ポ ー ツ の 推 進

４ 子ども・若者の健全育成

５ 芸 術 文 化 の 振 興

６ 科 学 教 育 の 振 興

７ 文化財の保護と歴史の継承

７ 食育・食農教育の推進
８ 幼保小・小中高連携教育の推進 
９ 安全・安心なゆとりある教育環境の充実
10 豊橋高等学校・家政高等専修学校に 

おける特色ある教育活動の推進 
11  くすのき特別支援学校を核とした 

特別支援教育の推進
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基本政策 １  学校教育の推進 

■プラン１－１ 生きる力の基盤となる学力と体力の向上 

学校は学びの場であり、個に応じた教育を推進する基本は、その学びの場の

中核をなす授業にあります。一人ひとりの確かな学力の向上のための取組みを

充実させるとともに、教師の授業力向上を図っていく必要があります。

また、体力・健康は人間の活動の基盤であるとともに、心身の発達に大きな

役割を担っています。そのため、学校においては、体力向上のための取組みと

併せて、学校保健の取組みの充実を図る必要があります。さらに、適度な運動、

正しい睡眠や食事といった基本的な生活習慣の育成についても、家庭との連携

を密にした取組みを充実させる必要があります。

① 全国学力状況調査等を活用したＰＤ

ＣＡサイクル*の推進

② 小学校高学年での教科担任制等を通

した小中一貫教育の推進

※第５次豊橋市総合計画後期基本計画

における戦略計画

 【未来に羽ばたく人づくりプロジェクト】

小中一貫教育の実施、教科担任制の拡充

③ アクティブラーニング*を取り入れた問題解決的な学習の推進

④ 学校図書館司書の人的支援と授業・学習支援センター*機能の充実

⑤ 日常的な運動遊びを取り入れた体力づくりの充実

⑥ 体つくり運動を中心とした学校体制で取り組む体育授業の充実

⑦ 健康診断や基本的な生活習慣育成に向けた取組みの充実

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

全国学力状況調査実施結果を踏まえた自校における今後の対策等を保護者に公表す

る小中学校の割合を 50％にします。 

平成 26 年度：32.4％ 

小学校における「体力テスト」の結果、Ａ判定（体力章）となる児童の割合を 15 ％

にします。 

平成 26 年度：10.0％ 

■小学校における授業での話し合い活動 
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■プラン１－２ いのちを尊び、自他を慈しむ豊かな心の育成 

子どもが社会において様々な人々と出会い、互いに助け合いながら生きてい

くためには、集団生活を送る中で、規範意識を尊び、生命を大切にし、多様な

価値観を認め合い、他人を思いやる心を育むことが求められます。また、いじ

め等今日的な課題についても、道徳教育や人権教育を推進する中で改善を図っ

ていく必要があります。さらに、不登校を未然に防ぐため、自己肯定感・自己

有用感を育てるための取組みを充実させる必要があります。

① いじめを未然に防ぐための道徳教育や人権教育の推進

② 子どもの自己肯定感・自己有用感を育てるための体系的な道徳教育の推進

③ 「豊橋市いじめ防止基本方針」の策定 

④ 「豊橋・学校いのちの日」に関する各学校独自の取組みの推進 

⑤ 生き方教育としてのキャリア教育の推進

⑥ いじめ・不登校等、生活サポート対策としての「ライフスキル教育プログ

ラム」*の充実 

■プラン１－３ 時代に対応した教育の充実 

国際化・情報化の進展、人々の価値観の多様化など、急激に変化するこれか

らの社会を生き抜くため、自らの個性を活かし夢や希望を語る子、積極的にＩ

ＣＴを活用できる子、環境保全のために主体的に行動できる子、グローバル社

会の中で積極的にコミュニケーションを図ることができる子を育てていく必

要があります。 

① ＩＣＴを活用した授業や教育活動の推進と情報モラル*教育の充実

② 「小中一貫『英会話』カリキュラム」*を活用した英語教育の推進

③ ９年間を見通した教育課程によるキャリア教育の推進

④ ＥＳＤの視点による環境教育や平和教育、グローバル教育の充実とユネス

コスクールネットワークの活用

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

小中学校全体の不登校児童生徒の出現率を 1.4％以下にします。 

平成 26 年度：1.51％ 
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※第５次豊橋市総合計画後期基本計画における戦略計画

 【まちＥＣＯ実践プロジェクト】環境教育の推進

【未来に羽ばたく人づくりプロジェクト】グローバル教育の推進

⑤ 社会の変化に主体的に対応するための児童会・生徒会等による自治的活動

の充実

⑥ 小学生の韓国晋州市との教育交流事業、中学生の海外派遣事業（アメリ

カ：トリード市、中国：南通市、ドイツ：ヴォルフスブルグ市）の推進

■プラン１－４ 個に応じた教育の推進 

一人ひとりの個性や能力に応じたきめ細かな教育を推進するため、不登校児

童生徒や障害のある児童生徒、及び外国人児童生徒等をはじめとした支援の必

要なすべての子どもへの適切な対応を行い、カウンセリングなどの教育相談や

支援体制・人的配置をより一層充実させる必要があります。

また、一人ひとりの個性や能力に応じたきめ細かな学習指導のため、少人数

による指導体制を充実させる必要があります。

① スクールカウンセラーや教育相談員、スクールソーシャルワーカー*等を 

活用した教育相談体制の充実

② 発達障害対応等支援員の効果的な活用及び関係諸機関との連携による校

内支援体制の充実

③ 外国人児童生徒の日本語指導補助を行う外国人児童生徒教育相談員*等

の人的支援の充実

④ 算数科、数学科等を中心とした少人数指導体制の充実

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

小中学校全学年（378 学年）のうち、情報モラル教育の授業に取り組んだ割合を 70％

にします。 

平成 26 年度：46.6％ 

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

教育会館にある教育相談室での子どもや家庭に関する教育相談の対応件数を5,400

件にします。 

平成 26 年度：5,200 件 

チンジュ
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■プラン１－５ 教職員研修の充実 

子どもの能力を最大限に引き出すためには、指導にあたる教職員の力量向上

が必要不可欠となります。団塊世代の大量退職に伴い、若手教職員が急増する

人員構成の中で、教職員としての資質向上を図るためには、研修体制を整備す

るとともに、学校現場に教職員同士が学び合う風土を今まで以上に高めていく

必要があります。 

① 今日的な教育課題についての研修講座の充実

② 研修権を持つ中核市としての独自の研修プログラムの充実 

③ ミドルリーダーの資質向上を目指す研修体制の充実

④ 若手教職員を校内で育てる研修の工夫

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

教員研修の事後アンケートにおいて、「とてもよかった」と回答した講座数の割合を

80％にします。 

平成 26 年度：67.5％ 

■プ ラ ン １ － ６ 地域に根ざした学校経営の推進

子どもの豊かな人間性を育み、郷土への誇りと愛着を醸成するため、学校が

地域の特色を活かした独自の教育ビジョンをもとに、地域に根ざした学校経営

をさらに推進していく必要があります。

① 地域教育ボランティア制度の充実 

※第５次豊橋市総合計画後期基本計画における戦略計画

 【未来に羽ばたく人づくりプロジェクト】地域教育ボランティアの充実

② 郷土への誇りや愛情を育む学習の推進

※第５次豊橋市総合計画後期基本計画における戦略計画

 【未来に羽ばたく人づくりプロジェクト】郷土学習の充実

③ 学校の独自性を発揮する教育課程づくりや、地域ぐるみの小中一貫教育

の推進 

※第５次豊橋市総合計画後期基本計画における戦略計画

 【未来に羽ばたく人づくりプロジェクト】小中一貫教育の実施

④ 学校評議員制度や学校評価を取り入れた学校経営の工夫・改善 
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⑤ 出前授業を活用した防災、環境、健康等に関する教育の充実

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

地域教育ボランティア活動に関わる人数を 11,000 人にします。 

平成 26 年度：10,309 人

■プ ラ ン １ － ７ 食育・食農教育の推進 

食育の推進を図り、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけるた

め、学校での取組みだけではなく家庭も含めて取り組む必要があります。その

ために、地産地消の推進とあわせ、学校においては、家庭や地域との連携を図

りながら、生きていくために欠かせない食とそれを生産する農業について、自

然環境の重要さやいのちの大切さなどを五感で捉えて一体的に学ぶ食農教育

を推進していく必要があります。 

① 学校での「食に関する指導計画」

の作成と目標達成に向けた継続的

指導の展開 

② 栄養教諭等による給食指導やバ

イキング給食などの食育に関する

学習機会の充実

③ 「とよはし産学校給食の日」な

どを機会とした地場産物への理解

と地産地消の推進

④ 学校、家庭、地域との協働による 

地元農畜産物を活用した体験学習の充実 

⑤ 保健所等と連携した家庭における食生活改善に向けての普及啓発 

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

食育・食農教育に関する学習機会（栄養教諭等による給食指導、バイキング給食、と

よはし産学校給食の日、地元農畜産物による体験学習等）を年間 750 回にします。（10

回／校） 

平成 26 年度：623回（平均 8.4 回／校）

■柿の摘果作業を行う子ども 
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■プ ラ ン １ － ８ 幼保小*・小中高連携教育の推進

幼保小連携を推進することで、生活の変化に対する戸惑いの解消、就学前の

保護者へのサポート等、幼稚園・保育園・認定こども園から小学校へのスムー

ズな接続ができます。そのために、それぞれの教職員が、幼児・児童の実態、

教育内容や指導方法について相互に理解を深め、連携教育を推進する必要があ

ります。また、小学校から高等学校までの間においても、それぞれの教育の場

で児童生徒の成長を把握し、校種を越えた連携をより一層充実させる必要があ

ります。

① 小中高連携教育推進協議会*を基盤とする理科学教育、英語教育、特別支

援教育、情報モラル教育、食育・食農教育の推進

※第５次豊橋市総合計画後期基本計画における戦略計画

 【未来に羽ばたく人づくりプロジェクト】校種を越えた連携教育の推進

② 小学校及び中学校での「スタートカリキュラム」*の作成や指導方法の工

夫・改善

③ 就学前の保護者を対象とした相談活動の充実

④ 幼児・児童の交流活動や幼保小の情報交換の推進

■プ ラ ン １ － ９ 安全・安心なゆとりある教育環境の充実

子どもが安心感を持ち、落ち着いた学校生活を送るためには、施設・設備の

整備を計画的に進め、安全で快適な学習環境を確保する必要があります。 

また、教職員の多忙な状況を解消し、子どもと向き合う時間を確保するため

の環境づくりを進める必要があります。さらに、アレルギー疾患を有する子ど

もに対して適切な対応を行い、安全・安心な学校生活を送ることができる体制

を整える必要があります。加えて、経済的不安を抱かずに学ぶことができるよ

う、支援の充実を図る必要もあります。

① 小中学校教職員の業務を支援するシステムの導入 

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

小中高連携教育推進協議会が主催（共催）する研修会への参加者数を 400 人にします。

平成 26 年度：331 人
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② 教職員が抱える様々な問題に対するサポート体制の充実 

③ アレルギー疾患を有する子どもへの対応の基礎となる「学校生活管理指導 

表」の保護者から学校への提出の徹底 

④ ストレスチェックを活用した教職員のメンタルヘルスの向上 

⑤ 人口減少化時代における学校施設・設備の計画的で効率的な整備・改修 

⑥ 小中学校に就学する児童生徒に対する「就学援助制度」の充実 

⑦ 私立高等学校・専修学校生徒に対する「授業料補助制度」の充実 

■プ ラ ン １ － １ ０ 豊橋高等学校・家政高等専修学校における特色ある教育

活動の推進

地域社会に求められる人材を育成するとともに、様々な事由による学び直し

の場としての教育機会を確保するため、豊橋高等学校、家政高等専修学校がそ

れぞれ特色ある教育活動を推進する必要があります。また、市立としての強み

を活かし生徒一人ひとりに対するきめ細かな教育を推進する必要があります。

① それぞれの学校の特長を活かした進学や就職に向けたきめ細かなキャリ

ア教育の推進【両校】

※第５次豊橋市総合計画後期基本計画における戦略計画

 【未来に羽ばたく人づくりプロジェクト】市立学校の特長を活かした教育の推進

② 支援が必要な生徒に対する心理カウンセラー等の派遣【両校】

③ 支援が必要な生徒に関する中学校からの引き継ぎの充実【両校】

④ 外国人生徒のための日本語指導ボランティアの活用【豊橋高等学校】

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

保護者からの「学校生活管理指導表」（アレルギー疾患に関する医師の診断を記載）

の提出率を 100％にします。 

 平成 26年度：92％ 

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

豊橋高等学校・家政高等専修学校の進学・就職率を 75％にします。 

 平成 26年度：62.7％
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■プラ ン １－ 1１    くすのき特別支援学校を核とした特別支援教育の推進

平成 27 年４月、県立豊川特別支援学校の過大規模解消と東三河地域の特別

支援教育の更なる推進を目的に、市立の特別支援学校としてくすのき特別支援

学校が開校しました。そこで、将来を担う子ども一人ひとりの個性と可能性を

伸ばし、たくましく生きる人間の育成を目指し、責任を持って教育活動を展開

していく必要があります。

また、本市が保有するネットワークや仕組みなど、市立としての強みを最大

限活かし、くすのき特別支援学校がセンター的機能を発揮し、市内の特別支援

教育の推進を図る必要があります。さらに、その中で「障害者差別解消法」に

対応した適切な指導・支援のあり方についての理解を深める必要があります。

① こども発達センター、にじ 

の子相談室等との連携による、 

くすのき相談センター*を中 

心とした障害のある子どもや 

保護者に対する相談活動の充 

実 

② くすのき相談センターによ 

る、幼稚園・保育園・認定こ 

ども園、小中学校等への訪問 

支援活動や教員を対象とした 

セミナーの継続的な実施

③ 近隣の小中学校や専門学科 

のある高等学校等との交流及び共同学習の推進 

④ 本市が持つネットワークを活かした職場体験、農作業体験、受託作業、企

業実習等、就労に役立つ多様な実習の実施 

※第５次豊橋市総合計画後期基本計画における戦略計画

    【未来に羽ばたく人づくりプロジェクト】市立学校の特長を活かした教育の推進

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

くすのき相談センターにおいて、訪問・来所の相談対応件数を 300 件にします。

平成 27 年度見込：240 件

■学校の応援歌を歌うくすのき特別支援学校の子どもたち 
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基本政策 ２  生涯学習の推進

■プ ラ ン 2－ 1 地域の教育活動の推進 

地域ぐるみで子どもを育てる環境づくりを進めるため、学校、家庭、地域

が互いに連携しながら、地域の大人が地域の子どもに対し多様な体験活動を

提供する必要があります。また、地域の教育活動の指導的立場となる人材の

育成を行い、市民が自ら学んだ成果を様々な教育活動に還元する取組みを支

援する必要があります。 

① 南稜地区をモデル地区とし、土曜日を活用した子どもの体験学習事業を

大清水まなび交流館で実施し、他地区へ順次拡大 

② 小学校区を単位とした、地域ぐるみで子どもを育てる活動の促進 

※第５次豊橋市総合計画後期基本計画における戦略計画

 【未来に羽ばたく人づくりプロジェクト】地域教育ボランティアの充実

③ 地域の教育活動の指導的立場となる人材育成の実施 

④ 市民が自ら学んだ成果を地域で発揮する生涯学習活動への支援 

⑤ 豊橋市の魅力を再発見し、愛着心を醸成するシティプロモーション*と連

携した郷土学習の推進 

※第５次豊橋市総合計画後期基本計画における戦略計画

 【未来に羽ばたく人づくりプロジェクト】郷土学習の充実

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

土曜日を活用した子どもの体験学習への参加者数を 1,000 人にします。 

平成 26 年度：実績なし

■プ ラ ン 2－ 2 家庭の教育力の向上 

家庭の教育力の向上を図るためには、「家庭はすべての教育の出発点である」

ことを認識し、保護者への家庭の役割に関する学習支援などを子育て支援活動

と連携しながら取り組む必要があります。また、地域の教育活動を推進する中
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で、学校、家庭、地域がそれぞれの役割を認識し、互いに連携し、地域全体で

家庭を支えていく環境づくりに取り組む必要があります。 

① 市民館における保護者への家庭教育に関する学習支援の実施 

② 学校、地域等と連携した家庭教育に関する講座等の開催 

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

家庭教育事業への参加者数を 4,800 人にします。  

平成 26 年度：4,426 人

■プ ラ ン 2－ 3 快適で利用しやすい図書館環境整備 

図書館は、日常生活に潤いと豊かさをもたらすため、常に新しい情報を収集

し市民の課題解決を行う場だけでなく、コミュニケーションの場として人々が

集い、活力や生きがいを育む地域の交流拠点としての役割が求められていま

す。そのため、ゆったりとくつろげる居心地の良い空間を提供し、誰もが気軽

に利用できる環境を整える必要があります。

さらに、広範な市域に均質な図書館サービスを提供するため、より身近な場

所で利用できるサービスポイントを拡充し、市民の利便性向上を図る必要があ

ります。

① 図書館システムのネットワーク拡大による広範な市域に均質な図書館

サービスの提供

② 障害者に配慮した音声図書等のサービスの充実及び環境の整備 

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

図書館分室ネットワーク館の利用者数を 75,000 人にします。 

平成 26 年度：67,649 人
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■プ ラ ン 2－ 4 新たな図書館利用者の開拓 

市民が魅力を感じ、役に立つと実感できる図書館にするため、新しい形態に

よる資料・情報の提供や、時代や市民のニーズに応じたサービスの提供に取り

組む必要があります。

① 魅力的なイベントやサービスによる新たな図書館利用者の開拓 

② ＩＣＴを活用した新たなサービスの導入 

③ 学校図書館連携事業の推進

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

新たな図書館利用者（新規登録者数）を 9,000 人にします。 

平成 26 年度：4,331 人

■学校図書館連携事業「図書館へ行こう!」 
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基本政策 ３  生涯スポーツの推進

■プ ラ ン ３ － １ 総合型地域スポーツクラブの拡充

健康的で豊かな生活を送るためには、身近な所で気軽にスポーツに親しむこ

とのできる環境づくりが重要となります。

そのため、幅広い世代の人々が、それぞれの関心や技能に応じて様々なスポ

ーツに親しむことのできる機能を持ち、地域住民自らが主体となって運営する

総合型地域スポーツクラブを拡充する必要があります。

① 新たな総合型地域スポーツクラブ設立及び運営の支援

② 地域におけるクラブを運営する指導者育成研修の支援

※第５次豊橋市総合計画後期基本計画における戦略計画

 【未来に羽ばたく人づくりプロジェクト】総合型地域スポーツクラブの拡充

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

総合型地域スポーツクラブを６クラブにします。 

平成 26 年度：４クラブ 

■プ ラ ン 3 － 2 競技力向上の推進 

本市の選手やチームが国際大会や全国大会で活躍することは市民にとって

誇りであり、スポーツへの関心や意欲を高めます。

そのため、競技者を支える環境づくりに取り組み、競技力の向上を推進する

必要があります。

① トップアスリートや一流講師を招へいした指導者育成

② スポーツ指導者養成講習会の活動支援

③ 全国大会の出場者等に対するスポーツ顕彰制度の充実
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◇◆ 取組みの目標 ◆◇

国際・全国大会出場件数を 170 件にします。 

平成 26 年度：151件 

■プ ラ ン 3 － 3 スポーツ施設の計画的な改修・整備 

健康志向の高まりから、ウォーキングやジョギングなど健康・体力づくりに

役立つ手軽なスポーツを日常的に楽しみたいと考える市民が増えています。

そのため、高齢者や障害者も積極的にスポーツを行うことができるような、

いつでもどこでも誰でも気軽にスポーツを楽しめる安全で快適なスポーツ施

設の計画的な改修・整備を推進していく必要があります。

① 豊橋総合スポーツ公園の整備

② 陸上競技場スタンドをはじめ、地区体育館、地域スポーツ広場等も含め

たスポーツ施設の計画的な整備・改修

※第５次豊橋市総合計画後期基本計画における戦略計画

 【未来に羽ばたく人づくりプロジェクト】陸上競技場の整備

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

陸上競技場スタンドの改修・整備の進捗率を 100％にします。 

平成 26 年度：基本設計の実施 

■プ ラ ン 3 － 4 ハイレベルな試合の誘致・開催 

プロスポーツや国際・全国規模のハイレベルな試合の開催は、間近で観戦す

る人々に感動を与え、競技への関心や向上心を喚起させるとともに、地域の活

性化にもつながります。

そのため、東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けてスポーツへの

関心がより高まっていく中で、合宿を含めたハイレベルな試合の誘致を行うほ

か、総合体育館をホームアリーナとする地元プロバスケットボールチーム「浜

松・東三河フェニックス」と連携したスポーツ振興事業を展開する必要があり

ます。
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① ハイレベルな試合・合宿の誘致 

※第５次豊橋市総合計画後期基本計画における戦略計画 

 【選ばれるまち豊橋プロジェクト】オリンピック・パラリンピックの応援を通じた 

ＰＲ活動の展開 

② プロバスケットボールチーム「浜松・東三河フェニックス」と連携したス

ポーツ振興 

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

ハイレベルな試合の誘致数（開催数）を 20 回にします。 

平成 26 年度：8回（bjリーグ 3・日本女子ソフトボール 1・車椅子バスケ１・Ｗリーグ

1・プロ野球 2） 

■穂の国・豊橋ハーフマラソン 
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基本政策 ４  子ども・若者の健全育成 

■プラン 4－1 子ども・若者の健やかな成長と自立に向けた支援の充実 

子ども・若者が、他人を思いやる心やいのちを大切にする心を育み、困難に

立ち向かい未来を切り開き、将来社会で自立して生きていけるよう、地域と連

携した支援を行うことが大切です。

そのためには、子ども・若者との多様な活動・交流の機会をつくる青少年健

全育成会の活動や、青少年団体等が行う社会貢献活動のほか、スポーツ・文化

活動を推進する必要があります。また、家庭の意義や役割の重要性を伝えると

ともに、家庭、地域、学校、関係機関等が協力し、子ども・若者を地域で見守

る意識を高め、いじめや非行などの防止に取り組む必要があります。

① 地域の健全育成会、家庭、学校が協力した社会貢献活動やスポーツ・文化

活動等の推進

② 家庭教育の重要性についての意識を高める「家庭の日」の運動の推進

③ 少年愛護センターが中心となり、地域、学校、警察等関係機関が連携した

 非行防止に向けた地域合同補導の実施

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

地域の健全育成活動等の参加者数を 150,000 人にします。 

平成 26 年度：138,159 人 

■プラン 4－２ 自立に困難を抱える子ども・若者の包括的な支援体制の 

充実 

不登校に悩む子ども、ニートやひきこもりの若者など、社会生活への適応に

困難を抱える子ども・若者については、再び自立の力を取り戻し、本人の目指

す社会生活へつなぎ直すことが求められています。さらに、児童虐待や子ども

の貧困への対応においてもセーフティネットを機能させることが求められて

います。

そのためには、こうした子ども・若者への早期対応を行い、家庭・地域・学
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校・関係機関等と連携し、本人の自立に向けた包括的な支援を行う必要があり

ます。

① 「子ども・若者支援地域協議会」において民間支援団体や関係機関等と情

報を交換し、一人ひとりの状況やライフステージに応じた相談や、自立に向

けた子ども・若者本人及びその家族への支援の充実

② 家庭、地域、学校、関係機関等との連携による子ども・若者総合相談窓口

の活用の促進

③ 児童虐待の未然防止に向けた要保護児童対策ネットワーク協議会内での

情報共有の強化

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

課題解決に結びつけた相談件数を 190 件にします。 

平成 26 年度：145件

■プラン 4－３ 放課後児童の居場所づくりの推進 

核家族化、都市化の進展や女性の社会進出などによる子どもを取り巻く環境

の変化を踏まえ、放課後等に子どもが安全で健やかに育まれる居場所を確保す

る必要があります。 

また、子どもへの様々な体験・交流活動の機会を提供し、子どもが安心して

過ごすことのできる環境をつくる必要があります。

① 子どもが、放課後に安全・安心に過ごすことができる環境の確保

※第５次豊橋市総合計画後期基本計画における戦略計画 

 【しあわせファミリープロジェクト】放課後児童クラブの拡充

② 地域の人材を活用した地域ぐるみの子育て支援の推進

③ 一体型・連携型の放課後児童クラブと放課後子ども教室の整備

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

一体型・連携型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を新規に 10 か所設置しま

す。 

平成 26 年度：0か所
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基本政策 ５ 芸術文化の振興 

■プ ラ ン 5 － 1  プラットを核とした芸術文化の展開 

市民が身近に優れた芸術文化に出会い、高い芸術性に触れる機会を設けるこ

とで、芸術文化の裾野の拡大を図る必要があります。 

そして、平成 25 年に開館した穂の国とよはし芸術劇場「プラット」では、

上質な演劇、舞踊、音楽などの作品を創造し、その作品を地域の芸術文化の魅

力として、国内外に発信することを目指します。 

さらに、芸術文化は、広く社会への波及力を有しており、その創造力を活用

して地域の課題を解決していくことも可能です。そのため、教育、福祉、観光・

産業等、幅広い領域への波及効果を視野に入れ、各領域の関係機関と連携・協

力して施策を展開する必要があります。 

① 演劇、舞踊、音楽、美術などの各分野における国内外の優れた作品の招へ

いによる鑑賞機会の充実 

② 市民参加型の舞台芸術公演や芸術文化体験、芸術家を一定期間滞在させて

創造活動させる事業（アーティスト・イン・レジデンス）の実施 

③ 学校教育と連携・協力した小中学校向けの演劇、舞踊、音楽などの公演鑑

賞事業やワークショップの開催 

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

小中学校向けのワークショップ事業などを行う「文化がみえるまちづくり事業」の参

加者数を 2,600 人にします。 

平成 26 年度： 999 人

■プ ラ ン 5－ ２ 郷土芸術文化の普及・育成

郷土ゆかりの芸術文化に親しむことは、知識や関心を深めるだけでなく、心

を豊かにし、郷土愛を育て、地域における芸術文化の継承と発展に大きな役割

を果たします。展示活動と普及事業の両面から愛好者の裾野の拡大を図り、次

代の芸術文化創造の担い手を育成していく必要があります。 
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① 郷土ゆかりの美術や歴史を紹介する企画展・常設展等の充実

② 講演会や講座、ギャラリートーク、ワークショップ等の開催

③ 美術博物館資料の適正な保存・展示のための施設改修

④ ファシリテーター（ワークショップの進行役）養成講座の開催 

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

郷土ゆかりの美術や歴史を紹介する企画展・常設展等の入場者数を 46,000 人にしま

す。 

平成 26 年度：38,985 人

■プ ラ ン 5 － 3 子どもが優れた芸術文化に接する機会の提供 

芸術に親しむことは、他者の異なる価値観を享受し、自らも思考し創造する

ことにつながる大切なことです。幅広い芸術分野において、鑑賞・創作・参加

といった体験が、生涯にわたって芸術文化に親しむ素養をつくるため、子ども

が優れた芸術文化に接する機会を提供する必要があります。 

① 小中学校の授業や部活動など、学校教育と連携した鑑賞支援の実施

② 家庭教育の一環として親子で参加できる普及プログラムの実施

③ アーティストを講師とする「ほんもの体験ワークショップ」の開催

※第５次豊橋市総合計画後期基本計画における戦略計画 

 【未来に羽ばたく人づくりプロジェクト】文化芸術体験の充実 

④ 一流の指導者による演奏指導後にコンサートを開催する「オーケストラキ

ャンプ」*の実施

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

美術博物館の企画展の子ども入場者数を 3,500 人にします。 

平成 26 年度：3,250 人 
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基本政策 ６   科学教育の振興 

■プ ラ ン 6 － 1 体験型科学教育の推進 

科学教育の推進のためには、自然の成り立ちや自然の仕組みを探究する心を

育むことが重要です。博物館資料や科学実験など、ほんものに触れる体験を通

し、子どもが主体的に自然科学を学ぶことができるように、教育普及活動を実

施していく必要があります。 

① 企画展やイベントなどを通した教育普及活動の実施と「少年少女発明クラ

ブ」への支援

② 小中学校及び高等学校等に対する科学教育プログラム* の開発支援

③ 出前授業、実験ショー等、子どもが自然科学を学ぶ機会としての体験型学

習の実施

④ 魅力的な展示や教育環境の計画的な整備・充実

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

出前授業(自然史博物館)の参加者数を 1,800 人にします。 

平成 26 年度：1,469 人

実験ショーの参加者数を 4，500 人にします。 

平成 26 年度：4,139 人 

■プ ラ ン 6－ ２ 二川地域の社会教育施設との連携による科学教育事業の

推進

自然科学を一体的に学ぶことができるように、自然史博物館、地下資源館・

視聴覚教育センター、動植物公園が連携を強化する必要があります。        

また、科学・文化を学ぶことができる生涯学習の拠点地区を目指し、二川地

域の社会教育施設と連携する必要があります。
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① 自然史博物館、地下資源館・視聴覚教育センター、動植物公園が連携して

行う科学教育プログラムの開発 

② 二川地区の社会教育施設を巡る「二川ぐるっとスタンプラリー」の実施 

③ 大学や企業等との連携による博物館資料の収集・調査研究等の推進 

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

「二川ぐるっとスタンプラリー」の参加者数を 5,000 人にします。 

平成 26 年度：4,139 人 

■恐竜を見ながらのミュージアムコンサート 
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基本政策 ７  文化財の保護と歴史の継承 

■プラン７－１ 地域と一体となった二川宿のＰＲ行事の開催

改修復原工事を終えた商家「駒屋」を一般公開し、二川宿本陣・旅籠屋「清

明屋」とあわせ、二川宿を全国へ情報発信するための各種行事に取り組んでい

きます。また、景観形成地区に指定されている二川地区の拠点施設として更な

る活用を図るとともに、自然史博物館、地下資源館・視聴覚教育センター、動

植物公園との連携を進めていく必要があります。 

■プラン７－２ 文化財保護に伴う普及活動の充実 

文化財を守り、次世代に継承するには行政の取組みだけではなく、市民の文

化財の保護に対する理解と協力は欠かすことができません。 

そのために、市民が、文化財に親しみ理解する機会をより充実させ、市民の

文化財保護意識を高める必要があります。また、文化財を保護・継承するため、

地域コミュニティと連携する必要があります。

① 商家「駒屋」の運営や「大名行列」

等、地域と一体となった行事の開催

※第５次豊橋市総合計画後期基本  

計画における戦略計画 

【選ばれるまち豊橋プロジェクト】 

東海道二川宿の魅力の発信

② 商家「駒屋」と二川宿本陣・旅籠 

屋「清明屋」を二川地区の景観整備

の核として活用

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

二川宿を中心に開催する行事への参加者数を 40,000 人にします。 

平成 26 年度：26,000 人

■一般公開を始めた市指定文化財の商家「駒屋」 
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① 講座や講演会などを通した文化財についての普及活動の継続的な実施

② 文化財を間近に見ることができる遺跡発掘調査の見学会や、天然記念物

の観察会の実施

③ 学校を対象にした出前授業や体験学習の実施

④ 文化財を保護・継承する地域コミュニティ活動の促進

⑤ 文化財保護活動に関わるボランティア活動の促進

◇◆ 取組みの目標 ◆◇

天然記念物観察会の参加者数を 150 人にします。 

平成 26 年度：126人

■出前授業で実施した「土器の野焼き体験」 
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第５章 計画の推進にあたって 

１ 推進体制 

教育に関する施策は、子育て支援、福祉、健康、文化、産業などの各分野

と深く関連するため、関係部局との連携体制で施策を総合的かつ計画的に推

進します。 

施策の推進にあたっては、取組みの成果向上を図るため、学校、家庭、地

域、行政機関、企業、ボランティア団体など関係者との十分な連携・協働に

努めます。 

２ 効果の検証 

本計画の効果の検証は、本市がこれまでに取り組んできた行政評価の仕組

みを活用するとともに、あらかじめ設定した指標をもとに進捗状況を検証し

ます。 

さらに、検証した結果に基づき、個々の事業について毎年、必要な見直し

と改善（ＰＤＣＡの展開）を行います。 
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     資 料 編
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Ⅰ 豊橋市の基本データ 

１ 総人口及び外国人登録者数の推移 

項目 平成 18 年 19 年 20 年 21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年

総人口(人） 379,484 381,656 383,945 384,431 382,491 381,631 380,538 379,678 378,905 378,334

うち外国人登録者

数（人） 
18,577 19,327 20,428 19,715 17,360 16,318 15,593 14,303 13,778 13,633

外国人割合（%） 4.9 5.1 5.3 5.1 4.5 4.3 4.1 3.8 3.6 3.6

外国人登録者数 

各年 4月 1日現在 

（人） （％） 
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２ 65 歳以上人口及び高齢化率の推移 

各年 4月 1日現在

項目 平成 18 年 19 年 20 年 21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年

総人口(人） 379,484 381,656 383,945 384,431 382,491 381,631 380,538 379,678 378,905 378,334

65 歳以上人口

（人） 
65,368 68,040 70,293 72,871 74,974 75,879 78,203 81,751 85,143 88,516

高齢化率（%） 17.2 17.8 18.3 19.0 19.6 19.9 20.6 21.5 22.5 23.4

（％）（人） 
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３ 15 歳未満人口及び 15 歳未満人口率の推移 

項目 平成 18 年 19 年 20 年 21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年

総人口(人） 379,484 381,656 383,945 384,431 382,491 381,631 380,538 379,678 378,905 378,334

15 歳未満人口

（人） 
58,632 58,599 58,732 58,331 57,460 56,716 55,926 55,258 54,449 53,540

15 歳未満人口率

（%） 
15.5 15.4 15.3 15.2 15.0 14.9 14.7 14.6 14.4 14.2

                             各年 4月 1日現在

（人） （％） 
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４ 世帯数と平均世帯人員の推移 

       出典：総務省｢国勢調査｣ （平成 27年は豊橋市の推定値。各年 10月 1 日現在）

５ 世帯類型別世帯数の構成

出典：総務省｢国勢調査｣ （各年 10 月 1 日現在）

（世帯） （人） 

（世帯）
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Ⅱ 政策別データ 

１ 学校教育の推進 

（１）保育所の概況 

平成 18年度 19 年 20 年 21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年

保育所数(所) 55 55 55 55 57 57 57 57 57 50

児

童

数

総数 8,752 8,707 8,539 8,383 8,405 8,472 8,583 8,726 8,661 7,518

3 歳未満 2,281 2,289 2,171 2,264 2,363 2,478 2,485 2,593 2,622 2,260

3 歳児 2,049 2,042 2,048 1,843 1,942 2,029 2,012 1,997 1,957 1,758

4 歳児 2,201 2,143 2,150 2,108 1,947 2,000 2,074 2,046 2,021 1,715

5 歳児 2,221 2,233 2,170 2,168 2,153 1,965 2,012 2,090 2,061 1,785

職
員
数

総数 930 921 906 933 969 972 972 972 975 861

うち保育士数 748 736 726 754 782 784 786 786 789 698

  各年度４月１日現在 

（２）幼稚園の概況 

平成 18年度 19 年 20 年 21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年

園数（園） 29 29 29 29 29 29 29 29 29 26

幼

児

数 

総数 4,789 4,685 4,537 4,391 4,295 4,301 4,230 4,294 4,246 3,795

3 歳児 1,539 1,460 1,443 1,424 1,418 1,451 1,359 1,454 1,380 1,238

4 歳児 1,612 1,594 1,493 1,480 1,437 1,420 1,453 1,371 1,470 1,226

5 歳児 1,638 1,631 1,601 1,487 1,440 1,430 1,418 1,469 1,396 1,331

教員数 296 292 293 290 288 284 286 287 284 270

出典：愛知県「「あいちの学校統計」学校基本調査結果」（各年度５月１日現在） 

（３）認定こども園の概況  

   平成 27 年度 

園数（園） 7

幼

児

数

総数 1,629

3 歳未満 380

3 歳児 424

4 歳児 422

5 歳児 403

保育教諭数 147

４月１日現在 

年度 

年度 

年度 
区分 

区分 

区分 

（人） 

（人） 

（人） 
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（４）小中学校の概況

平成 18年度 19 年 20 年 21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年

公

立

小

学

校

学校数 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

学級数 
819 828 851 848 847 836 820 810 801 803

〈70〉 〈77〉 〈85〉 〈92〉 〈98〉 〈102〉 〈108〉 〈110〉 〈105〉 〈118〉

児童数 
23,594 23,694 23,716 23,431 23,023 22,603 22,003 21,570 21,322 21,088

〈251〉 〈276〉 〈312〉 〈339〉 〈360〉 〈385〉 〈387〉 〈386〉 〈364〉 〈372〉

教員数 1,186 1,214 1,200 1,194 1,190 1,252 1,053 1,042 1,027 1,026

公

立

中

学

校

学校数 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

学級数 
330 335 343 366 366 375 368 368 370 368

〈24〉 〈27〉 〈30〉 〈35〉 〈38〉 〈41〉 〈38〉 〈42〉 〈43〉 〈45〉

生徒数 
10,970 11,081 11,278 11,466 11,513 11,570 11,523 11,457 11,345 11,143

〈85〉 〈99〉 〈118〉 〈131〉 〈149〉 〈150〉 〈155〉 〈166〉 〈170〉 〈167〉

教員数 651 669 662 693 695 731 653 653 654 650

私
立
中
学
校

学校数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

生徒数 257 257 241 231 217 215 211 214 201 201

教員数 17 17 16 16 16 17 16 14 14 13

※ 〈 〉は特別支援の学級数・児童生徒数（内数）。各年度５月１日現在

（５）高等学校等の概況 

平成18年度 19 年 20 年 21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年

市

立

豊

橋

高

等

学

校

普通科

（昼） 

学級数 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

生徒数 419 445 454 484 496 497 490 486 483 481

普通科

（夜） 

学級数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

生徒数 100 90 97 98 107 117 113 106 105 111

商業科

（夜） 

学級数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

生徒数 102 93 95 87 100 110 114 107 111 101

計 
学級数 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

生徒数 621 628 646 669 703 724 717 699 699 693

教員数 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42

県立時習館 

高等学校 

生徒数 1,003 958 954 962 964 964 963 956 959 957

教員数 56 54 54 53 57 58 59 59 59 59

県立豊橋東 

高等学校 

生徒数 961 960 959 958 959 958 955 960 995 1,001

教員数 56 56 57 57 58 58 58 59 62 62

県立豊丘 

高等学校 

生徒数 952 951 952 957 958 957 959 958 960 953

教員数 57 58 57 58 59 59 59 60 60 61

年度 
区分 

年度 
区分 

（人）・学級数は（学級）

（人）・学級数は（学級）
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各年度５月１日現在

平成 18 年度 19 年 20 年 21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年

県立豊橋南 

高等学校 

生徒数 874 834 872 916 960 955 948 952 948 956

教員数 54 54 56 56 57 57 57 57 57 56

県立豊橋西 

高等学校 

生徒数 772 739 697 706 717 751 786 831 810 780

教員数 49 49 48 46 46 49 51 53 54 57

県立豊橋商業高

等学校 

生徒数 831 831 832 835 836 833 831 831 835 833

教員数 61 60 60 59 60 63 63 63 62 68

県立豊橋工業高

等学校 

生徒数 807 791 788 788 840 884 944 946 943 969

教員数 98 87 89 92 94 95 97 99 97 97

市
立
く
す
の
き
特
別
支
援
学
校

小学部 
学級数 － － － － － － － － － 17

児童数 － － － － － － － － － 85

中学部 
学級数 － － － － － － － － － 13

児童数 － － － － － － － － － 65

高
等
部

一般 

コース

学級数 － － － － － － － － － 11

生徒数 － － － － － － － － － 57

職業 

コース

学級数 － － － － － － － － － 1

生徒数 － － － － － － － － － 9

計 
学級数 － － － － － － － － － 42

児童生徒数 － － － － － － － － － 216

教員数 － － － － － － － － － 98

県立豊橋 

聾学校 

生徒数 84 84 82 87 85 87 83 76 68 69

教員数 53 53 56 57 58 56 56 56 51 55

県立豊橋 

特別支援学校 

生徒数 173 173 167 173 161 157 165 169 175 177

教員数 98 98 103 106 102 101 102 107 111 116

私立藤ノ花女子

高等学校 

生徒数 1,085 1,079 1,006 1,032 986 1,074 1,067 1,069 1,032 1,052

教員数 75 77 75 73 70 74 81 85 84 88

私立桜丘高等学

校 

生徒数 1,603 1,508 1,479 1,508 1,470 1,453 1,465 1,496 1,510 1,620

教員数 97 94 96 94 91 88 88 87 83 74

私立豊橋中央高

等学校 

生徒数 942 916 852 840 836 836 845 814 778 785

教員数 71 60 58 58 59 59 56 57 57 58

市立家政

高等専修

学校 

家
政
科

学級数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

生徒数 92 101 91 109 １１４ 120 115 111 111 108

教員数 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30

年度 
区分 
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（６）公立小中学校年齢別教員数の推移 

【平成 23 年度】

【平成 27 年度】 

※校長・教頭・講師は含みません

出典：豊橋市立小中学校教員組合「2011 年度・2015 年度教育白書 豊橋の教育をすすめるために」

（人） （人） 

（人） （人） 

中学校 小学校 

中学校 小学校 
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（７）外国人児童生徒の推移

 ・在籍者数                                          （人）

・国籍別内訳                                          （人）

各年度４月現在    

（８）発達障害児童生徒の実態                  （人）

区分 

小学校 中学校 小中合計 

医師の診断 
合計 

医師の診断 
合計

医師の診断 
合計 

あり なし あり なし あり なし 

平成 23 年度 ４２９ ５５４ ９８３ ２０９ １２２ ３３１ ６３８ ６７６ １,３１４

平成 24 年度 ４１４ ６５６ １,０７０ １９４ １６５ ３５９ ６０８ ８２１ １,４２９

平成 25 年度 ４２８ ７０６ １,１３４ ２１８ １３７ ３５５ ６４６ ８４３ １,４８９

平成 26 年度 ４４８ ７２９ １,１７７ ２２３ １７８ ４０１ ６７１ ９０７ １,５７８

平成 27 年度 ４２４ ７６８ １,１９２ ２３６ １９４ ４３０ ６６０ ９６２ １,６２２

各年度６月現在

国 名 平成 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

ブラジル 894 762 701 688 655 638 600

 ペルー 107 108 98 101 81 80 78

外 中 国 31 35 39 44 41 45 52

国 フ ィ リ ピ ン 95 117 129 155 155 174 196

籍 韓 国 32 26 21 21 27 24 21

その他 57 74 165 172 48 43 41

合 計 1,216 1,122 1,153 1,181 1,007 1,004 988

日本籍     データなし 271 348 410

合計 1,216 1,122 1,153 1,181 1,278 1,352 1,398

495

604 644 706 745

818
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（９）生活保護実施状況（月平均世帯数）

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

生活扶助（世帯） 1,542 1,666 1,687 1,683

総世帯数（世帯） 141,424 142,332 141,329 142,282

割合（％） 1.09 1.17 1.19 1.18

（１０）児童生徒の不登校出現率

区 分 

豊橋市 愛知県 全 国 

小学校 中学校 計 小学校 中学校 計 小学校 中学校 計 

平
成

22
年
度

不登校(人) 105 409 514 1,676 6,211 7,887 22,463 97,255 119,718 

児童生徒(人) 23,023 11,513 34,536 435,821 215,822 651,643 6,993,376 3,558,166 10,551,542 

出現率(％) 0.46 3.55 1.49 0.38 2.88 1.21 0.32 2.73 1.13 

平
成

23
年
度

不登校(人) 105 426 531 1,787 6,232 8,019 22,622 94,637 117,259 

児童生徒(人) 22,603 11,570 34,173 430,770 219,695 650,465 6,887,292 3,573,821 10,461,113 

出現率(％) 0.46 3.68 1.55 0.41 2.84 1.23 0.33 2.65 1.12 

平
成

24
年
度

不登校(人) 108 392 500 1,655 6,111 7,766 21,243 91,249 112,492 

児童生徒(人) 22,003 11,523 33,526 423,742 220,898 644,640 6,764,619 3,552,663 10,317,282 

出現率(％) 0.49 3.40 1.49 0.39 2.77 1.20 0.31 2.57 1.09 

平
成

25
年
度

不登校(人) 109 410 519 1,919 6,605 8,524 24,175 95,181 119,356 

児童生徒(人) 21,570 11,457 33,027 419,848 221,212 641,060 6,676,920 3,536,182 10,213,102 

出現率(％) 0.51 3.58 1.57 0.46 2.99 1.33 0.36 2.69 1.17 

平
成

26
年
度

不登校(人) 109 385 494 2,057 6,894 8,951 25,866 97,036 122,902 

児童生徒(人) 21,322 11,345 32,667 415,182 216,944 632,126 6,543,114 3,465,245 10,008,359 

出現率(％) 0.51 3.39 1.51 0.50 3.18 1.42 0.40 2.80 1.23 

（１１）小学生の体力                （％）

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

小学校における「体力テスト」の結

果、Ａ判定（体力章）となる児童の

割合 

11.9 12.2 10.0
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（１２）教育相談                       （件）

区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

教育会館の教育相談室での子ども

や家庭に関する教育相談対応数 
5,071 5,189 4,974 5,200

（１３）教員研修            （％）

区分 平成 25 年度 平成 26 年度 

教員研修の事後アンケートで

「とてもよかった」と回答した

講座数割合 

55.6 67.5

（１４）地域教育ボランティア                  （人）

区分 平成 23 年度 平成 24年度 平成 25 年度 平成 26 年度

地域教育ボランティア活動

に関わる人数 
10,017 10,350 10,764 10,309

（１５）食育・食農教育                     （回）

区分 平成 23 年度 平成 24年度 平成 25 年度 平成 26 年度

食育・食農教育に関する学習機

会の回数（栄養教諭等による給

食指導、バイキング給食、とよ

はし産学校給食の日、地元農畜

産物の体験学習等） 

698 735 714 623

（１６）市立学校の卒業率                    （％）

学校名 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

豊橋高等学校 65.7 76.6 69.7 69.5

家政高等専修学校 87.5 85.0 85.0 87.5

２校の合計 68.8 77.8 71.8 72.1

（１７）市立学校の進学・就職率                 （％）

学校名 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

豊橋高等学校 60.5 59.4 56.3 60.2

家政高等専修学校 80.0 73.5 88.2 77.1

２校の合計 64.5 61.5 61.9 62.7
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２ 生涯学習の推進 

（１）市民館利用状況                        （人）

区分 平成 22 年度 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

地区市民館 978,027 957,965 956,082 888,377 882,951

校区市民館 1,018,895 1,015,416 1,015,919 988,053 1,024,652

（２）青少年教育施設利用状況                  （人）

区分 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

少年自然の家 10,464 10,581 11,306 10,695 9,277 

青少年センター 18,799 63,482 70,081 62,991 58,989 

中央青年の家 34,984 

児童文化センター 4,697 

神田ふれあいセンター 3,271 2,164 2,157 2,524 2,972 

江比間野外活動センター 2,593 2,149 2,400 1,738 1,078 

野外教育センター 3,914 3,729 4,477 4,881 5,142 

合   計 78,722 82,105 90,421 82,829 77,458 

（３）地域の教育活動事業                 （人） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

地域の教育活動事業（土曜

日を活用した子どもの体験

学習、指導的立場となる人材

育成の講座など）への参加

者数 

27,450 25,579 22,825 24,464

（４）家庭教育事業                 （人） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

家庭教育事

業参加者数
4,378 3,647 3,936 4,426

※青少年センターに統合
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（５）図書館利用状況              

区分 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

貸出冊数（冊） 1,668,924 1,878,704 1,827,881 1,778,125 1,694,842 

蔵書冊数（冊） 917,974 915,752 917,369 922,446 933,261 

利用者数（人） 425,847 401,072 394,113 385,884 367,915 

（６）図書館入館者数等                  （人） 

区分 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

入館者数 680,955 703,507 669,564 638,866

新規登録者数 5,742 4,513 4,704 4,331

分室ネットワー

ク館利用者数 
57,920 61,277 67,196 67,649
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３ 生涯スポーツの推進 

（１）週１回以上運動を行っている市民の割合        （％） 

 平成 23 年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

週１回以上運動を行っ

ている市民の割合 
－ － 35.5 34.2

（２）体育施設等利用状況                    （人）

（３）スポーツ指導者の養成                （人） 

 平成 23 年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

スポーツ指導者養成のため

の研修会・講習会参加人数 
756 968 916 918

（４）総合型地域スポーツクラブ             （クラブ） 

 平成 23 年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

総合型地域スポーツクラブ

数 
4 4 4 4

（５）国際・全国大会出場状況               （件） 

 平成 23 年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

国際・全国大会出場件数 131 124 142 151

（６）ハイレベルな試合誘致数               （回） 

 平成 23 年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

ハイレベルな試合の誘致数

（開催数） 
6 7 8 8

区分 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

学校施設 1,325,330 1,269,063 1,239,873 1,207,261 1,193,593 

体育施設 1,297,935 1,304,232 1,323,228 1,333,511 1,449,769 

合計 2,623,265 2,573,295 2,563,101 2,540,772 2,643,362 
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４ 子ども・若者の健全育成 

（１）非行防止啓発活動                  （人） 

 平成 23 年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

非行防止啓発活動参加

者数 
4,262 3,974 3,620 4,505

（２）相談事業                      （件） 

区分 平成 23 年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

子ども・若者総合相談窓

口対応件数 
1,171 1,614 1,371 1,914

課題解決に結びつけた

相談件数 
80 106 131 145

（３）児童クラブ数・児童クラブ登録児童数 

項目 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度

児童クラブ数 

（か所） 
59 63 65 65 67 74

登録児童数（人） 2,281 2,276 2,261 2,308 2,422 2,703

各年度４月１日現在 
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５ 芸術文化の振興 

（１）文化施設利用者数                （人） 

 平成 23 年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

利用者 400,075 404,636 743,017 790,199

（２）芸術文化に関する普及・育成事業参加者数     （人） 

 平成 23 年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

参加者数 - 5,384 6,543 7,268

（３）美術博物館利用状況               （人）

区分 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

企画展 75,677 58,119 89,489 79,029 78,251

共催展 5,513 8,673 6,155 8,906 13,802

一般展 112,441 109,960 124,862 118,611 92,352

合計 193,631 176,752 220,506 206,546 184,405

（４）美術博物館への各種入場者数           （人） 

区分 平成 23 年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

郷土ゆかりの美術

や歴史を紹介する

企画展・常設展等の

入場者数 

35,025 36,929 43,488 38,985

企画展への子ども

の入場者数 
1,720 2,018 4,379 3,250
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６ 科学教育の振興 

（１）自然史博物館、地下資源館・視聴覚教育センターの利用状況    （人）

（２）自然史博物館、地下資源館・視聴覚教育センターの教育普及活動(学習教

室等)の参加者数                      (人)

（３）出前授業・実験ショーの参加者数         （人） 

区分 平成 23 年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

出前授業（自然史博

物館） 
1,601 1,754 2,045 1,469

実験ショー 5,191 4,617 3,987 4,139

（４）二川地域の社会教育施設の利用者数          （人） 

区分 平成 22 年度 平成23年度 平成 24 年度 平成25年度 平成26年度

自然史博物館 524,370 548,985 562,344 540,014 536,613

地下資源館・視聴覚教

育センター 
121,763 105,287 99,706 90,362 96,234

計 646,133 654,272 662,050 630,376 632,847

区分 平成 22 年度 平成 23年度 平成 24 年度 平成25年度 平成26年度

自然史博物館 
2,802 2,913 3,017 3,315 2,612

地下資源館 

視聴覚教育センター 11,248 11,386 10,692 10,542 11,584

計 14,050 14,299 13,709 13,857 14,196

区分 平成23年度 平成24年度 平成 25 年度 平成26年度

「二川ぐるっとスタンプラ

リー」の参加者数 
2,765 3,713 3,793 4,139
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７ 文化財の保護と歴史の継承 

（１）二川宿本陣資料館入館利用状況  

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

入館者数 35,120 38,992 32,675 35,860 35,064 

（２）文化財保護活動等参加者数              （人） 

区分 平成 23 年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

二川宿を中心に開催す

る行事への参加者 
20,000 23,000 22,000 26,000

文化財関連学習プログ

ラム等の参加者 
1,739 1,152 2,358 2,681

天然記念物観察会の参

加者数 
124 100 173 126

（３）指定・登録文化財件数                   （件）

区分 国指定 国登録 県指定 市指定 計 

有形 

文化財 

建造物 ２ ７ １ ５ １５

美 術 工

芸 

絵画 ４ ３ １７ ２４

彫刻 ５ ３ １０ １８

工芸品 １ １ １２ １４

書跡・典籍・古文書 ３ １１ １４

考古資料 ２ １ ２ ５

歴史資料 ３ ３

小計 １７ ７ ９ ６０ ９３

無形 

文化財 

芸能 ０

工芸技術 ０

民俗 

文化財 

有形民俗文化財 １ １ ２

無形民俗文化財 １ ３ ４

記念物 史跡 ２ ３ ８ １３

名勝 ０

天然記念物 １ ３ ６ １０

伝統的建造物群保存地区 ０

合計 ２１ ７ １６ ７８ １２２

平成 27年 9月 1 日現在  

（人）
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Ⅲ 用語の説明、関係法令ほか 

１ 用語の説明 

【あ行】 アクティブ 

ラーニング 

教員による一方的な講義形式とは異なり、児童生徒の能動的な

参加方式を取り入れた学習法の総称。グループディスカッション

はその代表例である。 

ＥＳＤ 児童生徒一人ひとりが環境、貧困、人権、平和といった現代社

会の課題に対して、自らの問題として捉え、身近なところから取り

組むことにより、持続可能な社会づくりの担い手となるよう、児童

生徒一人ひとりを育成する教育活動のこと。また、ユネスコスクー

ルは、ＥＳＤの推進拠点としての位置づけであり、豊橋市では小

中学校全 74 校が加盟している。 

一体型・連携型

の放課後児童ク

ラブ及び放課後

子ども教室 

【放課後児童クラブ】 【放課後子ども教室】参照 

一か所で子ども教室の取組みと児童クラブ事業を行う一体型と

子ども教室の活動場所に他の場所にある児童クラブの児童が参

加する連携型がある。 

オーケストラ 

キャンプ 

一流のプロが講師として、中高生を対象にオーケストラの指導を

集中的に行う研修会。演奏指導を行った後に、ジョイントコンサ

ートを開催している。 

【か行】 外国人児童生徒

教育相談員 

外国人児童生徒の日本語指導補助を行う嘱託員。日本語教育

相談員とバイリンガル相談員で構成される。

科学教育 

プログラム 

生物、地学、化学、物理などの自然科学各分野に関する授業、

実験などの具体的な実例プランの総称。 

学習指導要領 各教科等で学ぶ内容を定めたもの。学校教育法を根拠とし概ね

10 年ごとに改訂されている。 
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学校評価 校長の重点努力目標に対する自校教職員による「自己評価」、

保護者や地域住民による「学校関係者評価」、学校訪問時に教

育委員会が行う「第三者評価」の３種類を総合的に評価したも

の。 

キャリア教育 社会の変化に対応していく能力や、主体的に自己の進路を選

択・決定できる能力を養い、社会人・職業人として自立していくこ

とができるようにする生き方教育。 

くすのき 

相談センター 

豊橋市立くすのき特別支援学校の中にあり、特別支援教育にお

ける授業づくりの支援や教材開発など、幼稚園・保育園・認定こ

ども園、小中学校及び高等学校に対するセンター的機能を果た

す役割を担う。 

グローバル教育 世界を舞台に積極的に挑戦し活躍できる人材の育成を図る

ことを目的とした地球的課題の理解と解決のための教育。

子ども・若者 

総合相談窓口 

ニート、不登校、非行、就労、発達障害など、子ども・若者及びそ

の保護者が抱える悩みなどの相談窓口。青少年センター内に設

置されている。 

子ども・若者 

支援地域協議会

ニート、ひきこもりなど様々な困難を抱える子ども・若者に、教育、

福祉、保健、医療、雇用その他の各分野の支援を総合的に実施

することにより、就学や就業など自立した社会生活を営むことを

目的に平成 22 年 11 月に設置。 

【さ行】 持続可能な社会 「ＥＳＤ」参照 

シティプロモー

ション 

豊橋市の魅力を地域内外に発信し、より多くの人々に対し、豊橋

市に関心をもってもらい、選んでもらう活動。 

授業・学習 

支援センター

子どもの調べ学習や知る喜び、学ぶ楽しさを伝える教師の授業

づくりを支援する機能があり、学校の要請により、図書資料の選

書と提供及び指導・助言を行う。 
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小中一貫「英会

話」カリキュラ

ム 

英会話のできる豊橋っ子を育成するために、全国に先駆け小学

校３年生から中学校３年生までの７年間にわたって「英会話」の

授業で扱う題材や活動を児童生徒の発達段階に応じて系統的

に配置した一貫性のある教育カリキュラム。 

小中一貫教育 小学校と中学校の縦のつながりを重視した一貫性のある教育。

豊橋市では、前芝小学校と前芝中学校が、平成 28 年度から「施

設併設型」の小中一貫校となる。 

小中高連携教育

推進協議会 

豊橋市内の小学校・中学校及び高等学校における教育活動の

連携と系統化を図り、子どもたちの生きる力を育成することを目

的として、豊橋市教育委員会が平成 20 年度末に発足した協議

会のこと。下部組織に「英語教育」、「理科学教育」、「特別支援

教育」、「情報モラル教育」の 4 分科会を設置している。 

少年少女 

発明クラブ 

小学３年から６年生までの科学技術に関心をもつ子どもたちが、

楽しみながら、ものづくりに取り組む体験活動の場。平成 19 年度

に設立。 

情報モラル 「情報化社会で適正な行動を行うための基になる考え方と態度」

のこと。人権や知的財産権など自他の権利の尊重や危険回避な

ど、情報化社会での行動に責任を持つ教育が求められている。 

食農教育 食糧を生産する農業の役

割や重要性を理解・体験

する教育。生きることの最

も 基 本 的 な 要 素 で あ る

「食」と、それを支える「農

（農業）」について、学び

体験する教育。 

■児童による田植え体験 
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スクールソーシ

ャルワーカー 

家庭や行政、福祉関係施設など、外部機関と連携しながら、子ど

もを取り巻く環境を調整する役割を担う者。いじめや不登校、暴

力行為など、生徒指導上の課題が山積し問題が深刻化するなか

で、スクールソーシャルワーカーに寄せられる期待は非常に大

きいと言われている。

スタート 

カリキュラム

「小１プロブレム」など、学校生活への適応が難しい児童の割合

が増えていることを受け、幼児教育から小学校への円滑な接続

を大切にした入学当初のカリキュラム。 

総合型地域 

スポーツクラブ

子どもから高齢者まで、そ

れぞれの志向やレベルに

あわせて様々なスポーツ

に親しむことができる地域

密着型のスポーツクラブ。

地域住民により自主的・

主体的に運営されてい

る。 

■東陽いきいきスポーツクラブ 

総合教育会議 教育委員会制度改革によって、平成 27 年４月から、各地方公共

団体に設置された首長と教育委員で構成された会議体のこと。

両者が対等な立場で協議・調整を行うことにより教育政策の方向

性を共有し、一致して執行にあたることが可能となる。 

【た行】 地域教育ボラン

ティア制度 

子どもの教育環境を充実させることを目的として、地域住民が学

校の教育活動にボランティアとしてかかわっていく仕組み。学校

と地域を結ぶコーディネーターの養成が急務となっている。 

地域コミュニテ

ィ 

住民同士の連携や交流が行われている地域の共同体。 

【な行】 ニュースポーツ 「ニュー コンセプチュアル スポーツ」の略。競うことよりも楽しむ

ことを目的として新しく考案された、または新しく日本に紹介され

たスポーツのこと。スポーツ吹矢、スラックライン、ダーツ、グラウ

ンド・ゴルフ、スポーツチャンバラ等がある。 
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【は行】 PDCA 

サイクル 

業務管理手法の１つで、Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（評

価）、Ａｃｔｉｏｎ（改善）の頭文字をとったもの。教育分野においても

重要なシステムとして、学校経営に生かされている。 

放課後子ども 

教室 

小学校の余裕教室等

を活用し、地域住民の

協力を得て、学習やス

ポーツ・文化活動、地

域住民との交流活動を

行う場所。 

■放課後子ども教室（岩田）   

放課後児童 

クラブ 

仕事などで昼間保護者が家庭にいない児童を対象に、放課後

に適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を図ること

を目的として設置されたクラブで公営と民営がある。 

【や行】 ユネスコ 

スクール 

「ESD」参照 

幼保小 幼稚園・保育園・小学校の頭文字。本市では「幼保小連携」など

ひとつの用語として長年愛用している。この表現の中には、近年

設置された認定こども園も含まれている。 

【ら行】 ライフスキル 

教育プログラム

自己肯定感、責任感、自他を大切にする心など、日常生活や将

来を見据えた社会生活に順応できる力を、他者との関わりの中

で育てる教育カリキュラム。 

ライフステージ 年齢や心身の発達に応じて変化する段階のこと。教育分野で

は、子どもに自律心、責任感、社会貢献へのスキル等を身に付

けさせる場合に系統的に組み立てられた仕組みのことを指す。 
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２ 関係法令 

本計画は、教育基本法第十七条第２項の規定にある計画であり、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第二十六条第１項の規定にある点検及び評価は、本計画の

「指標」及び「取組みの目標」の進捗状況を考慮して行う行政評価により実施するも

のである。

（１）教育基本法                 【関係分抜粋】

〔平成十八年十二月二十二日法律第百二十号〕

（教育振興基本計画） 

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必

要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表

しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公

共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努

めなければならない。 

（２）地方教育行政の組織及び運営に関する法律   【関係分抜粋】

〔昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号〕 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定によ

り教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定に

より事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況につ

いて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出す

るとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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３ 豊橋市教育振興基本計画改訂版策定会議設置要綱 

（目的） 

第１条 豊橋市教育委員会は、教育基本法(平成 18 年法律第 120 号)第 17 条第２項

の規定に基づき、豊橋市教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)を平成 23

年３月に策定し、基本計画の推進を図っているが、基本計画には、計画の期間の

前半終了時にあたる平成 27 年度末をめどに内容の見直しを行うとあることから、

基本計画の中間見直しを行い、基本計画改訂版を策定するため、豊橋市教育振興

基本計画改訂版策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所掌事務) 

第２条 策定会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）基本計画改訂版の策定に関すること。 

（２）基本計画改訂版の策定に必要な調査、研究に関すること。 

（３）その他改訂版策定に必要な事項に関すること。 

(組織) 

第３条 策定会議は、別表１に掲げる職にある者又は団体の推薦を受けた者を委員と

して組織する。 

（任期）  

第４条 策定会議の委員の任期は、委嘱又は任命の日から策定会議の目的達成の日ま

でとする。ただし、委員が任期の途中で所属機関、団体等の役職を離れたときは、

その後任者が前任者の任期を引き継ぐものとする。 

（会長等） 

第５条 策定会議には、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によるものとする。 

３ 副会長は、会長が指名する。 

４ 会長は、会務を総理し、策定会議を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第６条 策定会議は、会長が招集し、これを主宰する。 

２ 策定会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。 

３ 策定会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによるものとする。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、策定会議の構成員以外のものを策定会議に

出席させ、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

（幹事会） 
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第７条 策定会議の下に、基本計画改訂版の原案作成のため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる職にある者をもって構成する。 

 （庶務) 

第８条 策定会議の庶務は、教育部教育政策課において処理する。 

 （委任) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会議に

諮って定めるものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成27年 5月 18日から施行し、計画の策定をもってその効力を失う。 

別表１                   

所属団体名・役職名 

豊橋市立小中学校長会 

豊橋市社会教育審議会 

豊橋市学校保健会 

豊橋市生涯スポーツ推進市民会議 

豊橋市図書館協議会 

豊橋市美術博物館協議会 

豊橋市自然史博物館協議会 

豊橋市内高等学校 

豊橋市幼稚園協会 

豊橋市保育協会 

豊橋市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 

豊橋市自治連合会 

豊橋市教育委員会教育部長 

豊橋市企画部長 

豊橋市文化市民部長 

豊橋市福祉部長兼福祉事務所長 

豊橋市こども未来部長兼福祉事務所副所長 

豊橋市健康部長兼保健所長 

豊橋市環境部長 

豊橋市産業部長 

豊橋市都市計画部長 

豊橋市総合動植物公園部長 



豊橋市教育振興基本計画【改訂版】

88 

別表２ 

役職名 

豊橋市教育委員会教育部次長 

教育部 教育政策課長 

教育部 学校教育課長 

教育部 保健給食課長 

教育部 生涯学習課長 

教育部 スポーツ課長 

教育部 図書館長 

教育部 美術博物館副館長 

教育部 科学教育センター所長 

企画部 政策企画課長 

文化市民部 文化課長 

文化市民部 市民協働推進課長 

文化市民部 多文化共生・国際課長 

福祉部 障害福祉課長 

こども未来部 こども未来政策課長 

こども未来部福祉事務所 こども家庭課長 

こども未来部福祉事務所 保育課長 

健康部 保健所 こども保健課長 

健康部 こども発達センター事務長 

環境部 環境政策課長 

産業部 農業企画課長 

都市計画部 都市計画課長 

総合動植物公園部 自然史博物館事務長 
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豊橋市教育振興基本計画改訂版策定会議委員 

 ◎：会長 ○：副会長 【敬称略】 

 団体名・役職 氏名 備 考 

豊橋市立小中学校長会の代表 ◎宮崎 正道 豊橋市立南部中学校長

豊橋市社会教育審議会の代表 ○杉原 興一
豊橋市校区社会教育委員会

連絡協議会顧問

豊橋市立小中学校長会の代表 河野 宏雄 豊橋市立松葉小学校長

豊橋市学校保健会副会長 奥村 貞美 豊橋市学校薬剤師会会長

豊橋市生涯スポーツ推進市民会議

委員長
後藤 勝正 豊橋創造大学大学院教授

豊橋市図書館協議会の代表 兼子 知子 豊橋市立大崎小学校長

豊橋市美術博物館協議会の代表 野寄 由美子 ファイナンシャルプランナー

豊橋市自然史博物館協議会の代表 大谷 順子
自然史博物館ボランティア

副代表

豊橋市内高等学校長の代表 川村 昌宏 愛知県立時習館高等学校長

豊橋市幼稚園協会会長 藤城 民男 希望が丘こども園長

豊橋保育園協会の代表 堀江 保久 野依保育園長

豊橋市小中学校ＰＴＡ連絡協議会

の代表
高栁 由美子 老津小学校 PTA 女性部長

豊橋市自治連合会の代表 髙井 鉄伸 大崎校区自治会長

企画部長 広田 哲明   

文化市民部長 永田 憲司   

福祉部長兼福祉事務所長 河合 亮二   

こども未来部長 吉原 郁仁   

健康部長兼保健所長 犬塚 君雄   

環境部長 稲葉 俊穂   

産業部長 加藤 修一   

都市計画部長 瀧川 雅弘   

総合動植物公園部長 平井 康博   

教育部長 加藤 喜康   
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４ 豊橋市教育振興基本計画改訂版策定経過 

年 月 日 事 項  

平成２７年４月３０日 教育委員会 定例会 

５月１４日 総合教育会議 

５月２０日
第 1 回豊橋市教育振興基本計画改訂版策定会議 

 ○改訂版策定の基本的な考え方について  

５月２８日 教育委員会 定例会 

６月１７日 第１回豊橋市教育振興基本計画改訂版作業部会 

６月２４日 第１回豊橋市教育振興基本計画改訂版幹事会 

７月 ７日
第２回豊橋市教育振興基本計画改訂版策定会議 

○前期総括と中間見直しの方向性について 

７月１３日 第２回豊橋市教育振興基本計画改訂版作業部会 

７月２３日 教育委員会 定例会 

７月２９日 総合教育会議 

８月 ５日 第３回豊橋市教育振興基本計画改訂版作業部会 

８月２４日
市議会福祉教育委員会 

 ○前期総括と中間見直しの方向性 

８月２５日 第４回豊橋市教育振興基本計画改訂版作業部会 

８月２７日 教育委員会 定例会 

９月 ４日 第５回豊橋市教育振興基本計画改訂版作業部会 

９月１１日 第２回豊橋市教育振興基本計画改訂版幹事会 

９月２８日
第３回豊橋市教育振興基本計画改訂版策定会議 

 ○計画素案について 

１０月 １日 第６回豊橋市教育振興基本計画改訂版作業部会 

１０月２２日 教育委員会 定例会 

１１月 ４日 第３回豊橋市教育振興基本計画改訂版幹事会 

１１月１０日 総合教育会議 

１１月１７日
第４回豊橋市教育振興基本計画改訂版策定会議 

 ○計画素案について 

１１月２６日 教育委員会 定例会 

1２月２５日
市議会福祉教育委員会 

 ○計画素案 

平成２８年１月１５日～２月１４日 パブリックコメント 

２月２２日 第５回豊橋市教育振興基本計画改訂版策定会議 

２月 24 日 教育委員会 定例会 



平和・交流・共生の都市宣言  

私たちのまち豊橋市は、市民自治の精神に立ち、人や地域、世界の国々とのつながりを大切に、 
“すべての人とともに生きる”、気概と誇りをもったまちづくりを進めています。 

 市制 100 周年を機に、私たちは、先人の英知と情熱の歴史を受け継ぎ、核の脅威のない真の恒久
平和と世界の持続的な発展に貢献するため、広い分野にわたる交流と国際協力の取組みに努めま
す。 

 また、多様な文化や生活・習慣への理解を深め、自らの役割と責任を自覚するなかで、互いに信頼
し尊重しあう心を持ち、人が輝き安心して生活できる地域づくりに取り組みます。 

 心豊かで笑顔あふれる豊橋を次の世代に引き継ぐため、私たち豊橋市民は、一人ひとりが、未来へ
の夢と高い志を持ち、“世界に開かれ、世界に友人をもつ豊橋”、“ 平和を希求する豊橋”をめざすこ 
とを決意し、ここに「平和・交流・共生の都市」を宣言します。 
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